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表紙の絵は，本市が⽬指すネットワーク型コンパクトシティが形成される中で，環境都市実現に向けての課題等が順調に解
決された 2050 年頃の“環境都市の姿”を予測しイメージ図として⽰したものです。 

  

〜宇都宮の環境（環境状況報告書 平成 29 年度版）の作成にあたり〜 

 

「宇都宮の環境（環境状況報告書）」は，第 3 次宇都宮市環境基本計画に掲げている施策・事業などの進捗状

況を報告するため毎年作成するものです。 

第 3 次宇都宮市環境基本計画の中では，本市が⽬指す「環境都市の姿」を新しく設定しました。この「環境都市の

姿」を実現するため，本計画では重点戦略を設定しております。この重点戦略では，「環境都市の姿」の実現に向け，

2020 年度（本計画前期期間）までに到達すべき状態に対し，⾼い効果が期待でき優先的に取り組むべき施策・事

業を「重点戦略」として設定しています。 

こうしたことから，第 3 次宇都宮市環境基本計画の環境状況報告書では，これまでの施策・事業の進捗状況に加

え，重点戦略の施策・事業の状況を⽰すことといたしました。 

また，これまでの「指標等の推移」に加え，個別の指標や施策・事業の取組状況として「これまでの取組結果」と「現

時点での取組状況」を追加するなど，総合的に計画の進捗状況を把握できるよう内容の充実化を図りました。 

平成 30 年 3 ⽉ 
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【関連の計画】 
○ネットワーク型コンパクトシティ形成ビジョン 
○立地適正化計画 
○都市計画マスタープラン 
○都市交通戦略 
○自転車のまち推進計画 
○緑の基本計画 
○産業振興ビジョン 
○バイオマスタウン構想 
○食料・農業・農村基本計画 
○健康うつのみや２１ 
○市民協働推進計画 
○道路見える化計画 
○地域防災計画 
○住生活基本計画 
○宮の川づくり基本構想 
○上下水道基本計画 
○地域教育プラン      等 

【環境基本計画を基本とする個別計画】

○地球温暖化対策実行計画（区域施策編・事務事業編）

○一般廃棄物処理基本計画 
○生物多様性地域計画 
○不法投棄未然防止推進計画     等 

1.1 計画の位置づけ                                            

（１）背景・⽬的 

進行する地球温暖化，東日本大震災を契機とした安全で快適な日常生活に係る市民ニーズなどの多様化する

環境問題への対応や，本市のまちづくりや社会・経済と連携した総合的・横断的な環境施策の展開等が求めら

れていることから，市民の主体的な行動力を向上するため，新たに環境都市の姿を明確化し，その実現や環境

負荷低減に資する取組を総合的に展開するため，第 3次環境基本計画を策定するものです。 

 

（２）計画の位置づけ 

宇都宮市環境基本計画は，宇都宮市環境基本条例に基づく環境行政上の総合計画となります。 

また，第５次宇都宮市総合計画改定基本計画（後期基本計画）の分野別計画「市民の快適な暮らしを支える

ために」の基本施策「脱温暖化・循環型の環境にやさしい社会を形成する」を実現するための計画としても位

置付けられており，本市のさまざまな行政分野と連携しながら総合的・分野横断的に取り組みます。 

 
 

【国】 【県】 
環境基本法 環境基本条例等 
環境基本計画等 環境基本計画等 
各種環境政策 各種環境政策 

 
 
 
 
 
 
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 

 
 
  

まちづくりの具体化 

分野横断的

な連携 

まちづくりの具体化 

体系的な施策の推進

基本理念，基本的施策の明確化

国，県との連携

第 3 次 
宇都宮市環境基本計画 

宇都宮市環境基本条例 

第 5 次宇都宮市総合計画 
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1.2 基本理念                                                

  
 

① 社会経済活動その他の活動による環境への負荷を低減する。 

   ② 限りある資源を循環できる社会を構築する。 

   ③ 自然環境を保全する。（生物の多様性の確保を含む） 

   ④ 人と自然とが共生する都市を形成する。 

1.3 計画期間                                                

 
 
    【前期】 平成 28（2016）年度 から 平成 32（2020）年度 

   【後期】 平成 33（2017）年度 から 平成 37（2025）年度 

1.4 成果指標                                                

 

 

 

 
 

1.5 環境都市の姿                                             

本計画では，市民，事業者，市（行政）の三者が共通認識を持って良好な環境の創造と保全に取り組むため，

基本理念で掲げる本市が目指す“環境都市の姿”を明確にしました。 

 

 
 
 

 【ひと】 
みんなが“「もったいない」のこころ”を持って，⾃然の恵みとエコで便利なライフスタイルを満喫しながら，健康で快適に暮らせ

るまち 
【まち】 

⽔と緑があふれる空間の中に，様々な機能をもった拠点が形成され，誰もが⽬的にあわせて⾃由に活動，移動できる利
便性の⾼いコンパクトなまち 
【しくみ】 

みんなが“「もったいない」のこころ”で⾃然・⽂化・⼈・モノを⼤切にし上⼿に活⽤する，環境にやさしい循環の仕組みが，エ
コな暮らしや経済活動を⽀えているまち 

成果指標 基準 ⽬標 

市⺠ 1 ⼈当たりの⼆酸化炭素排出量 
3.2t-CO2/年 

(H25) 
2.8t-CO2/年 
(H32) 

市⺠ 1 ⼈ 1 ⽇当たりの 
家庭系ごみ排出量（資源物以外） 

552 グラム 
(H26) 

530 グラム 
(H32) 

⾃然環境の豊かさに関する愛着度 
31.6％ 
(H26) 

35.0％ 
(H32) 

みんなで築き 未来へつなげよう 環境都市 うつのみや 

平成 28（2016）年度から平成 37（2025）年度 

みんなが「もったいない」のこころを持って⾏動し， 
⾃然の恵みとエコで便利なライフスタイルを満喫できるコンパクトシティ 
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【図：６つの重点戦略の概要】 
【ひと】市⺠の暮らしの視点

重点戦略
1 

「もったいない」のこころ
で⾏動する⼈づくり 

①活動の充実を図る環境学習の推進 
 省エネ活動を促進する普及啓発の推進 
 もったいない運動を活⽤した普及啓発        など 

②主体的な実践活動の⽀援 
 市⺠・事業者と連携したごみの発⽣抑制の推進 
 ⾃然とふれあえる環境づくりの推進         など 

重点戦略
2 

エコで便利なライフスタ
イルを⽣み出す⾏動
促進 

①「⾃⽴分散型エネルギー」によるエコな住環境形成の促進 
 省エネ・低炭素化住宅の普及促進 
 創エネ・蓄エネの導⼊促進             など 

②環境にやさしい⾏動選択の促進 
 家庭におけるエコライフの促進 
 資源化の更なる推進                など 

 
【まち】まちの空間の視点 

重点戦略
3 

⾃然と調和したコンパ
クトな地域づくり 

①環境負荷の少ない市街地形成の推進 
 まちづくりに合わせた⾃然環境の保全の推進 
 都市拠点における緑化推進             など 

②⽣きものと共に⽣きる環境保全の推進 
 動植物の⽣息・⽣育環境の保全 
 農地や⾥⼭樹林地の保全と活⽤           など 

重点戦略
4 

グリーンな交通システ
ムの構築 

① 公共交通の利⽤拡⼤の推進 
 ＬＲＴの整備や公共交通網の再構築         など

② ⾃動⾞による環境負荷の低減策の促進 
 低炭素型モビリティの導⼊促進           など 

③ ⾃転⾞の更なる利⽤拡⼤の推進 
 ⾃転⾞を利⽤しやすいまちづくりの推進       など 

 
【しくみ】暮らしや空間を⽀える仕組みの視点

重点戦略
5 

環境と経済の連携に
よる地域の環境資源
を活かした産業や取
組の創出 

①環境技術を活⽤した産業創出に向けた取組の推進 
 地域エネルギー等の利活⽤による新たな産業の創出と地域の創再⽣

に関する取組の推進 
 ⾰新的なエネルギーの利⽤に向けた検討       など 

②地域の資源を活⽤した新たな取組の推進 
 地域の特性を活かしたバイオマスの有効活⽤ 
 地域内での資源循環利⽤の推進           など

重点戦略
6 

社会全体を先導する
市の率先⾏動 

①環境に配慮した実践⾏動の推進 
 市役所業務における環境配慮活動の推進 
 市の率先した「もったいない運動」の推進      など 

②「⾃⽴分散型エネルギー」の導⼊推進 
 創エネ・蓄エネを活⽤した市有施設の低炭素化の推進 など
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1.７ 分野別の基本施策                                            

分野別の基本施策は，「地球環境」，「廃棄物」，「自然環境」，「生活環境」，「人づくり」の 5分野に分けて，個

別に取り組むべき施策・事業として網羅的に設定しました。 

 

【図：環境基本計画の施策体系図】 

１ 

地
球
環
境 

 
1-1 節電・省エネルギーの推進 

1-1-1 家庭における省エネ・低炭素化の促進 
 1-1-2 事業所における省エネ・低炭素化の促進 
 1-1-3 市役所における省エネ・低炭素化の促進 
 1-2 環境にやさしく，災害にも強い⾃⽴

分散型の再⽣可能エネルギー等の普及促
進 

1-2-1 創エネルギー・蓄エネルギーの利活⽤の推進
 1-2-2 地域のポテンシャルを⽣かした新たなエネルギー等の利活⽤

の促進 
 

1-3 持続可能な環境負荷の少ないまち
づくりの促進 

1-3-1 環境負荷の少ない都市整備の推進 
 1-3-2 エコで利⽤しやすい交通体系の構築 
 1-3-3 気候変動への「適応」に関する普及啓発 

２ 

廃
棄
物 

 
2-1 ごみの発⽣抑制の推進 

2-1-1 発⽣抑制の推進
 2-1-2 再使⽤の推進
 

2-2 適正な資源循環利⽤の推進 
2-2-1 ごみの資源化の推進

 2-2-2 公共施設における資源化の推進 
 2-2-3 地域循環の新たな創出に向けた施策の推進
 

2-3 最適な処理・処分の推進 
2-3-1 適正な処理体制の整備・推進 

 2-3-2 不法投棄の未然防⽌，拡⼤防⽌ 

３ 

⾃
然
環
境 

 
3-1 ⽣物多様性の保全 

3-1-1 ⽣物多様性保全に関する意識の醸成 
 3-1-2 ⽣きものとその⽣息・⽣育環境の保全の推進
 

3-2 緑・⽔環境の保全と創出 

3-2-1 農地や森林の多⾯的機能の維持向上 
 3-2-2 都市の緑の保全と創出
 3-2-3 ⽔資源の確保
 3-2-4 河川環境の保全と創出
 

3-3 まちづくりと⾃然とのつながりの確保 
3-3-1 ⼟地機能の維持や活⽤の推進 

 3-3-2 良好な景観の保全・創出 

４ 
⽣
活
環
境 

 
4-1 ⼤気環境の保全 

4-1-1 監視体制の整備と充実
 4-1-2 発⽣源対策の充実
 4-1-3 ⾃動⾞排出ガス対策の充実 
 

4-2 ⽔・⼟壌・地盤環境の保全 
4-2-1 監視体制の整備と充実

 4-2-2 発⽣源対策の充実
 4-2-3 ⽣活排⽔対策の充実
 

4-3 ⾳・振動・臭気環境の保全，化学
物質対策の推進 

4-3-1 監視体制の整備と⾃動⾞騒⾳対策の充実
 4-3-2 近隣公害等への対応
 4-3-3 化学物質への対応

５
⼈
づ
く
り

 
5-1 「もったいない」のこころの醸成 

5-1-1 市⺠総ぐるみによるもったいない運動の推進
 5-1-2 もったいない運動を取り⼊れたイベントの開催
 5-2 ⾃ら学び，⾃ら⾏動する⼈づくりの推

進 
5-2-1 環境学習の場と機会の提供 

 5-2-2 地域における環境保全活動を担う⼈材の育成
 5-3 「もったいない」のこころによる実践⾏

動の場と機会の充実 
5-3-1 各主体における環境配慮⾏動の推進 

 5-3-2 多様な活動主体間の連携促進 
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2.1 成果指標の状況について                                        

 

2.2 重点戦略の状況について                                             
１ 事業の進捗状況 

重点戦略は，環境都市の実現に向けひと「市民・事業者の主体的な実践行動の拡大」，まち「環境負荷の

少ない都市空間の形成」，しくみ「地域特性を活かした取組の拡大」の３つの視点で各種事業を展開してい

ます。計画期間の初年度ということで重点戦略においても着実な事業の進行が求められる中，新規事業を含

めたすべての事業において着実に進捗していることを確認しました。計画初年度における新規・拡充事業等

の主な取組状況は以下のとおりです。 

 

成果指標 基準 最新値 ⽬標 

市⺠1⼈当たりの⼆酸化炭素排出量 3.2t-CO2/年(H25) 3.37t-CO2/年(H27) 2.8t-CO2/年(H32) 
市⺠ 1 ⼈ 1 ⽇当たりの 
家庭系ごみ排出量（資源物以外） 552 グラム(H26) 552 グラム(H28） 530 グラム(H32) 

⾃然環境の豊かさに関する愛着度 31.6％(H26) 31.2％（H28）  35.0％(H32) 

ひと 
「市⺠・事業者の主
体的な実践⾏動の拡
⼤」 

◆新規（１事業） 
家庭における総エネ・畜エネ導入支援として新たな補助事業を開始 

◆拡充（６事業）  
生物多様性に係る講座の新設や，各種イベントにおいて「もったいない生ごみ」減

量に係る周知啓発を実施するなど，すべての拡充事業において具体的な事業を実施 
◆継続（９事業）  

ＳＮＳを活用した情報発信の推進や，教育機関と連携した環境教育の推進などを実

施 

まち 
「環境負荷の少ない
都市空間の形成」 

◆新規（２事業）  

外来種対策の啓発パネル展示やイベント等における電気自動車の展示・電気供給の

実演を実施 
◆拡充（１０事業） 

ＰＰＳの活用や空き家・空き地対策の広報活動など，すべての拡充事業において具

体的な事業を実施 
◆継続（４事業） 

地域拠点等におけるエネルギー相互利用推進や生物多様性保全事業の情報共有など

を実施 

しくみ 
「地域特性を活かした
取組の拡⼤」 

◆新規（３事業） 

LRT 沿線の低炭素化の在り方を検討する「宇都宮市モデル地域創成プラン」にて水素

の利活用を検討するほか，新たに「適応」に関する周知啓発を実施 
◆拡充（４事業）  

大谷地域の冷熱エネルギーを活用した実証実験や「もったいない残しま１０！」の

取組を開始するなど，すべての拡充事業において具体的な事業を実施 

◆継続（７事業）  

地域防災拠点における創エネ・蓄エネ設備の導入推進や，新たな資源循環利用の推

進などを実施 
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２ 指標の状況 
   重点戦略には 6つの重点（13 の取組）が位置付けられています。計画期間初年度である平成 28 年度にお

ける指標の進捗状況を確認したところ，13 の指標のうち 7の指標については，目標達成に向けて設定してい

る基準値に対しての達成率が 9割以上（評価 A）で進捗している状況でした。 
   7 割以上 9割未満(評価 B)となったものについても，8割後半となっており概ね順調に進捗している状況で

す。 

一方，7割未満(評価 C)となった「重点 4-2 電気自動車等補助件数」，「重点 5-2 リサイクル率」は， 

1 割を下回る状況で進捗が遅れていることから，目標達成に向けて具体的な方策の検討が必要になってくる

ものと考えられます。 ※ 指標に関するデータについては裏面（2ページ）参照 

 
 

表：重点戦略の各指標の進捗状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：重点戦略の各指標と達成状況 

 

  

 重点戦略名・指標名 進捗状況 該当ページ

市民・事業
者の主体的
な実践行動
の拡大 

重点 1-1 活動の充実を図る環境学習の推進  
【指標】環境学習センター開催講座等への参加者数 

B 23 

重点 1-2 主体的な実践活動の支援 
【指標】「こどもエコクラブ」会員数 

B 24 

重点 2-1 「自立分散型エネルギー」によるエコな住環境形成の促進 
【指標】太陽光発電導入世帯数 

A 25 

重点 2-2 環境にやさしい行動選択の促進 
【指標】家庭版環境 ISO 認定制度認定家庭数 

A 26 

環境負荷の
少ない都市
空間の形成 

重点 3-1 環境負荷の少ない市街地形成 
【指標】特定規模電気事業者(PPS)等を活用した市有施設数 

A 27 

重点 3-2 生きものと共に生きる環境保全の推進 
【指標】外来種の影響に関する認知度 

A 28 

重点 4-1 公共交通の利用拡大の推進 
【指標】公共交通の年間利用者数 

B 29 

重点 4-2 自動車による環境負荷の低減策の促進 
【指標】電気自動車等補助件数 

C 30 

重点 4-3 自転車の更なる利用拡大の推進 
【指標】自転車走行空間の整備延長距離 

B 31 

地域特性を
活かした 
取組の拡大 

重点 5-1 環境技術を活用した産業創出に向けた取組の推進 
【指標】冷熱エネルギーを活用した事業への参入者数 

A 32 

重点 5-2 地域の資源を活用した新たな取組の推進 
【指標】リサイクル率 

C 33 

重点 6-1 環境に配慮した実践行動の推進 
【指標】市有施設のおける CO2 排出量 

A 34 

重点 6-2 「自立分散型エネルギー」の導入推進 
【指標】地域防災拠点における創エネ・蓄エネ設備の導入件数 

A 35 

0
20
40
60
80

100
重点1-1(B)

重点1-2(B)
重点2-1(A)

重点2-2(A)

重点3-1(A)

重点3-2(A)
重点4-1(B)重点4-2(C)

重点4-3(B)

重点5-1(A)

重点5-2(C)

重点6-1(A)
重点6-2(A)

平成28年度の進捗状況

※( )内は評価結果

A評価基準（90％以上）

B評価基準（70％以上）
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2.3 分野別の施策の進捗状況                                       
１ 地球環境分野の施策の進捗状況 
① 事業の取組状況 
・ 本計画からの新規事業（6事業）の全てで事業化に向けての具体的に検討を開始したほか，家庭における

省エネ・低炭素化の促進策として家庭における創エネ・蓄エネ導入支援制度については事業を実施するなど

順調に進捗しています。 
・ 取組を拡充した取組についても，LRT 沿線の低炭素化に向けた「宇都宮市モデル地域創生プラン」など具

体的な検討を進めたほか，大谷地域では地域に賦存する冷熱エネルギーの活用に向けた実証試験を行いまし

た。 
・ その他の事業についても，着実に施策・事業に取り組んでいる状況です。 

 

【上記以外の主な取組】 

    ⇒ 市役所における省エネ，低炭素化の促進策については，エコオフィス活動の推進や特定規模電 

     気事業者等を活用したエネルギーの調達改善の実施 

 ⇒ 気候変動への「適応」の理解促進に向けた啓発用パネルの新規作成及び普及啓発の実施 

     ⇒ 栃木県が設立した「とちぎ FCV 普及促進研究会」に参画し水素を活用したまちづくりについて 

の検討を開始 

 

② 指標の状況 
・ 地球環境分野には，3つの基本施策に 8つの基本事業（8つの指標）が位置付けられています。本計画の

計画期間初年度である平成 28 年度における進捗状況を確認したところ，8の指標のうち６の指標については，

目標達成に向けて設定している基準値に対しての達成率が 9割以上（評価 A）で進捗している状況でした。 
・ 7 割以上 9割未満(評価 B)となった「1-3-2 公共交通の年間利用者数」についても，8割後半となってお

り概ね順調に進捗している状況です。 
・ 一方，7割未満（C評価）となった「1-1-1 一世帯当たりの CO2 排出量」は，基準年度と比較し排出量が

増加しており，目標達成に向けて具体的な方策の検討が必要になってくるものと考えられます。 
・ 全体として評価 Aとなっている事業が半数以上を占めており，地球環境分野は順調に進捗していると評価

できます。 

 

表：地球環境分野の各指標の進捗状況 
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平成28年度の進捗状況

※( )内は評価結果

A評価基準（90％以上）

B評価基準（70％以上）
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参考：各指標と達成状況 

※進捗状況は，宇都宮市行政評価の評価基準に基づき以下のとおり設定 

A：参考値に対する進捗状況が 90％以上 

B：参考値に対する進捗状況が 70％以上 

C：参考値に対する進捗状況が 70％未満及び基準値未満の状況 

 

 

参考：「評価 C」となった指標の状況 
指標 １－１－１ 一世帯当たりの CO2 排出量（削減量） 単位 t-CO2/年 

 基準値 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  7.32 7.14 6.96 6.78 6.6 6.4 

実績値 7.5 7.75 ―     

進捗 

状況 
 

C 

（基準値より

低下） 

―     

【要因】 

平成 26 年度(7.98t-CO2/年)との比較では減少しているものの，目標達成に向けての参考値には届いていな

い。理由としては，市民生活における運輸部門（自家用車の利用状況）が高いことや，家庭における省エネ行

動への取り組みがまだ不足しているということが想定される。 

【今後の対応】 

今後，目標達成に向けて，日常生活における省エネ行動の推進や家庭向けの太陽光等の普及促進，ＬＲＴ整

備と併せた公共交通網の再構築など，本市独自の取組を着実に推進していく。 

 

※参考① 一世帯当たりの CO2 排出量は，家庭部門に運輸部門の一部，廃棄物部門の一部を合算し，一人当た

りの排出量を算出した後，当該年度の平均世帯人数に乗じて算出 

※参考② 進捗状況の評価は，基準年度からの参考値（削減量）に対し当該年度の削減量の割合により算出 
 

 

  

基本事業名・【指標名】 進捗状況 該当ページ 

1-1-1 家庭における省エネ・低炭素化の促進 

【指標】一世帯当たりの CO2 排出量 
C 38 

1-1-2 事業所における省エネ・低炭素化の促進 

【指標】省エネセミナーに参加した事業者数 
A 39 

1-1-3 市役所における省エネ・低炭素化の促進 

【指標】市有施設における CO2 排出量 
A 41 

1-2-1 創エネルギー・畜エネルギーの利活用の推進 

【指標】太陽光発電設備導入世帯数 
A 42 

1-2-2 地域のポテンシャルを生かした新たなエネルギー等の利活用の促進 

【指標】冷熱エネルギーを活用した事業への参入者数 
A 43 

1-3-1 環境負荷の少ない都市整備の推進 

【指標】特定規模電気事業者（PPS）等を活用した市有施設数 
A 45 

1-3-2 エコで利用しやすい交通体系の構築 

【指標】公共交通の年間利用者数 
B 47 

1-3-3 気候変動への「適応」に関する普及啓発 

【指標】「適応」をテーマとした出前講座等の啓発回数 
A 49 
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２ 廃棄物分野の施策の進捗状況 
① 事業の取組状況 
・ 本計画からの取組を拡充した，もったいない生ごみの減量化に向けた普及啓発においては，さまざまな機

会を通じた市民向けの周知啓発を行いました。 

・ 各種施設においては，川田水再生センターにおいて消化ガス発電施設の供用開始したほか，中間処理施設

及び最終処分場の整備に向けた建設工事（実施設計）着手するなど，こちらも順調に進捗しております。 

・ その他の事業についても，着実に施策・事業に取り組んでいる状況です。 
 

【上記以外の主な取組】 

    ⇒ 事業系ごみの適正処理の徹底に向けた事業所訪問による指導のほか，責任者向け研修会の実施 

 ⇒ 剪定枝チップ化による循環利用拡大に向けた事業手法の検討 

     ⇒ 高齢者や障がい者に対する戸別収集である「ふれあい収集」の実施 
 
 
② 指標の状況 

廃棄物分野には，3つの基本施策に 7つの基本事業（7つの指標）が位置付けられています。本計画の計

画期間初年度である平成 28 年度における進捗状況を確認したところ，7 の指標のうち５の指標については，

目標達成に向けて設定している基準値に対しての達成率が 9割以上（評価 A）で進捗している状況でした。 

一方，7割未満(評価 C)となった「2-2-1 廃棄物系バイオマスの資源化量」は，参考値に対して約 5割の

進捗状況と遅れていることから，目標達成に向けて具体的な方策の検討が必要になってくるものと考えられ

ます。また，「2-2-3 リサイクル率」は， 基準年度よりもリサイクル率が低下していることから目標達成

に向けて具体的な方策の検討が必要になってくるものと考えられます。 

 

表：廃棄物分野の各指標の進捗状況 
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平成28年度の進捗状況

※( )内は評価結果

A評価基準（90％以上）

B評価基準（70％以上）
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表：各指標と達成状況 

※進捗状況は，宇都宮市行政評価の評価基準に基づき以下のとおり設定 

A：参考値に対する進捗状況が 90％以上 

B：参考値に対する進捗状況が 70％以上 

C：参考値に対する進捗状況が 70％未満及び基準値未満の状況 
 

参考：「評価 C」となった指標の状況 
指標 ２－２－１ 廃棄物系バイオマスの資源化量 単位 t/年 

 基準
値 

H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 300 600 900 1,200 1,500 

実績値 113 126 176     

進捗状況  ― 
C 

（58％） 
    

【要因】スーパーマーケットなどの生ごみを大量に排出する事業者が民間施設を活用して資源化する取り

組みが進んでいるが市では正確な量を把握できないため，実績値には反映できず，目標値を達成できて

いないものの，剪定枝や廃食用油について，拠点回収の取組が定着してきたことなどにより，回収量が

増加し，資源化量の着実な拡大が図られている。 

【今後の対応】今後は，剪定枝の効果的・効率的な回収体制の構築や，生ごみを多量に排出している事業

者の排出実態を調査した上で資源化への誘導を図るなど，廃棄物系バイオマスの資源化量のさらなる拡

大を図り，目標値の達成を目指していく。 

 

指標 
２－２－３ リサイクル率（ごみの総排出量の内，市施設等
で資源化された量と集団回収量の割合） 

単位 ％ 

 基準値 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 19.1 20.0 20.9 21.8 22.9 

実績値 18.2 17.9 17.3     

進捗状況  ― 
C

（基準値より

低下） 
    

【要因】基準年と比較し，紙類など資源物の行政回収量や集団回収量が減少傾向にあり，資源化可能な各

種容器包装の素材の軽量化が進んでいることや新聞や雑誌等の発行部数の減少などにより，目標値が達

成できなかったものの，スーパーマーケット等小売店舗の店頭において独自に資源物を回収しているな

どの回収ルートの多様化などにより，民間の回収ルートを活用した市民のリサイクルの取り組みが進ん

でいるものと考えられる。 

【今後の対応】今後は，店頭回収の現状を調査するなどにより，実態を踏まえながら市民がより一層リサ

イクルに取り組みやすい環境づくりに取り組むとともに，剪定枝や使用済小型家電の資源化など循環利

用の推進による資源化量の拡大を図っていく。 

基本事業名・【指標名】 進捗状況 該当ページ

2-1-1 発生抑制の推進 

【指標】ごみ総排出量 
A 52 

2-1-2 再使用の推進 

【指標】布分類別協力率 
A 54 

2-2-1 ごみの資源化の推進 

【指標】廃棄物系バイオマスの資源化量 
C 55 

2-2-2 公共施設における資源化の推進 

【指標】脱水汚泥の再資源化率 
A 57 

2-2-3 地域循環の新たな創出に向けた施策の推進 

【指標】リサイクル率 
C 59 

2-3-1 適正な処理体制の整備・推進 

【指標】多量排出事業者に対する指導割合 
A 60 

2-3-2 不法投棄の未然防止，拡大防止 

【指標】不法投棄発生件数 
A 63 
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３ ⾃然環境分野の施策の進捗状況 
① 事業の取組状況 
・ 本計画からの新規事業（3事業）の全てで事業化に向けての具体的に検討を開始したほか，生物多様性に

係る出前講座については，本格的な事業の実施に向け，教材の作成，試行的な出前講座を実施するなど順調

に進捗しています。 
・ 「宇都宮生きものつながりプラン」策定とともに取組を拡充した取組についても，もったいないフェア 2016

やエコまつり 2017 において自然ふれあう機会の提供としてネイチャーゲームを実施しました。 

・ その他の事業についても，着実に施策・事業に取り組んでいる状況です。 
 

【上記以外の主な取組】 

    ⇒ 環境学習センター棟における生物多様性に係る新たな講座の開設 

⇒ 空き家，空き地の安全対策として所有者等への安全指導を実施 

 ⇒ 郊外の山地，丘陵地の保全に向け，市有林の森林整備を実施したほか，民有林整備に係る費用 

  の支援を実施 

      

 

② 指標の状況 

自然環境分野には，3つの基本施策に 8つの基本事業（8つの指標）が位置付けられています。本計画の

計画期間初年度である平成 28 年度における進捗状況を確認したところ，8の指標のうち７の指標については，

目標達成に向けて設定している基準値に対しての達成率が 9割以上（評価 A）で進捗している状況でした。 

一方，7割未満(評価 C)となった「3-3-1 耕作放棄地面積」については，基準年度と比較し，耕作放棄地

の面積が増加しているため目標達成に向けて具体的な方策の検討が必要になってくるものと考えられます。 

    

表：⾃然環境分野の各指標の進捗状況 
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※( )内は評価結果

A評価基準（90％以上）

B評価基準（70％以上）
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表：各指標と達成状況 

※進捗状況は，宇都宮市行政評価の評価基準に基づき以下のとおり設定 

A：参考値に対する進捗状況が 90％以上 

B：参考値に対する進捗状況が 70％以上 

C：参考値に対する進捗状況が 70％未満及び基準値未満の状況 

 

 

参考：「評価 C」となった指標の状況 
指標 ３－３－１ 耕作放棄地面積 単位 ha 

 基準値 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 46.6 40.0    

実績値 53.2 56.4 59.6     

進捗状況  ― 

C 

（基準値より

低下） 

    

【要因】 

耕作放棄地の解消・再生利用は進んでいるものの，農業従事者の高齢化と担い手の減少により，新たに

発生した耕作放棄地の面積が上回ったため，結果として耕作放棄地面積が増加した。 

【今後の対応】 

引き続き，耕作放棄地の解消・再生利用を進めるとともに，新たな耕作放棄地を発生させないために，

今後，市農業委員会に新設される農地利用最適化推進委員による農地の農業上の利用の確保のための活動

と連携を図りながら，耕作放棄地発生の未然防止に取り組んでいく。 

  

基本事業名・【指標名】 進捗状況 該当ページ

3-1-1 生物多様性保全に関する意識の醸成 

【指標】生物多様性保全の意識を持った自然ふれあい活動の体験者 

   数 

A 66 

3-1-2 生きものとその生息・生育環境の保全の推進 

【指標】外来種の影響に関する認知度 
A 67 

3-2-1 農地や森林の多面的機能の維持向上 

【指標】市内農地における環境保全活動カバー率 
A 71 

3-2-2 都市の緑の保全と創出 

【指標】市民一人当たりの都市公園面積 
A 73 

3-2-3 水資源の確保 

【指標】雨水貯留設備の補助件数 
A 75 

3-2-4 河川環境の保全と創出 

【指標】自然生態系などに配慮して整備している河川の整備率 
A 77 

3-3-1 土地機能の維持や活用の推進 

【指標】耕作放棄地面積 
C 78 

3-3-2 良好な景観の保全・創出 

【指標】景観形成重点地区等の指定数 
A 79 
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４ ⽣活環境分野の施策の進捗状況 
① 事業の進捗状況 
・ 本計画からの新規事業（1事業）である，低炭素型モビリティの導入促進に向けた取組についても家庭向

け低炭素化促進事業に電気自動車等を補助対象として取り入れるなど事業化を行いました。 
・ 生活環境分野の施策・事業の多くは，法令等に定められたものであるため，法令等に基づきながら着実に

施策・事業に取り組んでいる状況です。 

 

【上記以外の主な取組】 

    ⇒ 水・大気環境等の常時監視 

⇒ 工場・事業者に対する指導 

 

 
② 指標の進捗状況 

生活環境分野には，3つの基本施策に 9つの基本事業（9つの指標）が位置付けられています。本計画の

計画期間初年度である平成28年度における進捗状況を確認したところ，9の指標のうち7の指標については，

目標達成に向けて設定している基準値に対しての達成率が 9割以上（評価 A）で進捗している状況でした。 

   一方，7割未満(評価 C)の進捗状況となった「4-1-3 電気自動車補助件数」については，達成状況が 1割

にも届いていない状況のため，今後，抜本的な対策を講じる必要があると考えられます。 

また，同じく 7割未満(評価 C)の進捗状況となった「4-2-2 工場・事業場における排出基準超過件数」に

ついては，4件の排出基準超過が発生しましたが，指導した結果，現在の超過件数は 0件となり，目標を達

成している状況です。 

 
表：⽣活環境分野の各指標の進捗状況 
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※( )内は評価結果

A評価基準（90％以上）

B評価基準（70％以上）
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表：各指標と達成状況 

※進捗状況は，宇都宮市行政評価の評価基準に基づき以下のとおり設定 
A：参考値に対する進捗状況が 90％以上 
B：参考値に対する進捗状況が 70％以上 
C：参考値に対する進捗状況が 70％未満及び基準値未満の状況 

 
 

参考：「評価 C」となった指標の状況 
指標 ４－１－３ 電気自動車等補助件数 単位 件 

 基準値 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 90 180 270 360 450 

実績値 ― ― 2     

進捗状況※1  ― 
C

（2.2％）     

【要因】平成 28 年度に新設した「家庭向け低炭素化普及促進補助金」において「電気自動車」を新たに補

助対象システムとして位置づけているが，家庭のエネルギーの自立分散化を目的とした補助金であるた

め，電気自動車を「蓄電池」として利用する場合においてのみ補助金の対象としている。 

蓄電池のうち，定置型蓄電池の申請は予想以上に増加しているが，電気自動車を蓄電池として利用す

るケースは現時点では少なく，補助申請は伸び悩んでいる。 

電気自動車の補助申請が伸び悩んでいる理由としては，蓄電池として家庭に給電できる電気自動車の

車種が限られていることや，電気自動車を蓄電池として利活用する場合，家と車を繋ぐ機器を別に購入

する必要が生じることなど，ハード面での課題が考えられるほか，そもそも，「電気自動車」を「蓄電池」

として利用する認識が浸透していないなど，利用者側への啓発不足などが考えられる。 

【今後の対応】栃木県内の電気自動車の登録件数は，年々増加傾向にあり，本市域内においても同様に登

録台数は増加していると推測される。今後については，社会の低炭素化の流れに合せ「蓄電池」として

家庭へ給電できる車種も増えてくるものと考えられるほか，啓発面においても，電気自動車が蓄電池と

して活用でき，移動も可能であるといった優位性もあることを自動車メーカー，ハウスメーカー等と連

携し周知することで，補助申請件数の確保に努める。 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本事業名・【指標名】 進捗状況 該当ページ

4-1-1 監視体制の整備と充実 

【指標】光化学オキシダントの環境基準達成率 
A 82 

4-1-2 発生源対策の充実 

【指標】工場・事業場における排出ガス基準超過件数 
A 83 

4-1-3 自動車排出ガス対策の充実 

【指標】電気自動車補助件数 
C 84 

4-2-1 監視体制の整備と充実 

【指標】河川水の生物化学的酸素要求量に係る基準達成率 
A 85 

4-2-2 発生源対策の充実 

【指標】工場・事業場における排出基準超過件数 
C 86 

4-2-3 生活排水対策の充実 

【指標】生活排水処理人口普及率 
A 87 

4-3-1 監視体制の整備と自動車騒音対策の充実 

【指標】自動車騒音に係る環境基準達成率 
A 88 

4-3-2 近隣公害等への対応 

【指標】公害等に係る苦情処理件数 
A 89 

4-3-3 化学物質への対応 

【指標】工場・事業場のダイオキシン類基準超過件数 
A 90 
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指標 ４－２－２ 工場・事業場における排出基準超過件数（排水等） 単位 件 

 基準値 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 0 0 0 0 0 

実績値 1 3 4     

進捗状況※1  ― 
C

（基準値より

低下） 
    

【要因】法令の規制対象施設である 56 工場・事業場への立入検査を実施し，排出水の検査を行ったところ，

4工場・事業場において排出基準を超過 

【今後の対応】排出基準を超過した工場・事業場に対しては，速やかに原因究明と改善対策の実施を指導

し，改善されたことを確認した。 
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５ ⼈づくり分野の施策の進捗状況 
① 事業の進捗状況 
・ 本計画から取組を拡充したもったいない運動を活用した普及啓発に関する取組については，中高生向けの

出前講座の新設による取組の充実化を図りました。 

・ 市の率先したもったいない運動の推進については，「もったいない」のこころや言葉，マークを取り入れ

た事業，イベントの実施したほか，「もったいない残しま１０！」運動などの新しい取組を開始しました。 
・ その他の事業についても，着実に施策・事業に取り組んでいる状況です。 

 

【上記以外の主な取組】 

    ⇒ もったいない全国大会の開催から 10 周年を記念した「もったいないデザイン絵柄コンクール」 

の開催 

 ⇒ みや CO2 バイバイプロジェクトにより市民から寄付された 139ｔ－CO2 分をクレジット化 

 

② 指標の進捗状況 
人づくり分野には，3つの基本施策に 6つの基本事業（6つの指標）が位置付けられています。本計画の

計画期間初年度である平成28年度における進捗状況を確認したところ，6の指標のうち4の指標については，

目標達成に向けて設定している基準値に対しての達成率が 9割以上（評価 A）で進捗している状況でした。 

7 割以上 9割未満(評価 B)となった「環境学習の場と機会」，「地域における環境保全活動を担う人材の育

成」についても，8割後半となっており概ね順調に進捗している状況です。 

     

表：⼈づくり分野の各指標の進捗状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表：各指標と達成状況 

※進捗状況は，宇都宮市行政評価の評価基準に基づき以下のとおり設定 
A：参考値に対する進捗状況が 90％以上 
B：参考値に対する進捗状況が 70％以上 
C：参考値に対する進捗状況が 70％未満及び基準値未満の状況 

指標名 進捗状況 該当ページ

5-1-1 市民総ぐるみによるもったいない運動の推進 
【指標】もったいない運動の普及啓発事業に参加した人数 

A 92 

5-1-2 もったいない運動を取り入れたイベントの開催 
【指標】もったいない運動を取り入れたイベント割合 

A 93 

5-2-1 環境学習の場と機会の提供 
【指標】環境学習センター開催講座等への参加者数 

B 94 

5-2-2 地域における環境保全活動を担う人材の育成 
【指標】「こどもエコクラブ」会員数 

B 96 

5-3-1 各主体における環境配慮行動の推進 
【指標】家庭版環境 ISO 認定制度認定家庭数 

A 97 

5-3-2 多様な活動主体間の連携促進 
【指標】環境学習センターの利用件数 

A 99 
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※( )内は評価結果

A評価基準（90％以上）

B評価基準（70％以上）
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第３部 
重点戦略の取組状況 
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3.1  重点戦略１  「もったいない」のこころで⾏動する⼈づくり                          

【戦略のねらい】 
環境配慮行動について考え，主体的に環境配慮行動を実践できる人材育成を行うとともに，活動の充実に資す

る情報発信の強化を図る。 

 
取組１：活動の充実を図る環境学習の推進 
環境都市の姿”を実現していくためには，自らの意思で主体的に環境活動に取り組める人材を育てていく

必要があります。 

そのため「活動の充実を図る環境学習の推進」では，自ら環境について考え，行動できる人材を育成する

ために必要となる，情報発信を重点化することで主体的な環境学習を促進できるように支援します。 

 
① 主体的な環境学習を促進するための具体的な取組⼀覧 

  ※ それぞれの進捗状況については「第４部 分野別の取組状況」にて記載 

■ 環境団体の育成，連携促進 

・ もったいない運動市民会議や環境行動フォーラムなど各種ネットワーク組織への活動支援 

■ 省エネ活動を促進する普及啓発の推進 

・ 民間企業等と連携した普及啓発の実施 

■ もったいない運動を活用した普及啓発 

・ もったいない運動の趣旨を取り入れた中高生向け出前講座の実施 

・ もったいないフェア，コンクール，顕彰事業など普及啓発事業の実施 

■ 環境配慮行動に資する総合的な情報発信 

・ 携帯アプリ・ＳＮＳ等，ＩＣＴを活用した情報発信の推進 

■ 環境学習センターを核とした環境学習の充実 

・ 教育機関と連携した環境教育の推進 

■ 生物多様性の理解に向けた普及啓発 

・ 環境学習センター等における環境学習機会の提供 

 
② 指標の状況 

指標 環境学習センター開催講座等への参加者数 単位 ⼈/年 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 12,879 13,034 13,189 13,344 13,500

実績値 12,724 11,512 11,416     

進捗状況※2  ― B 
（89％）     

※1：平成 26 年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 
● 「環境学習センター開催講座」と「環境出前講座」に参加者した合計人数が平成 27 年度と比較し減少

しました。 

「環境学習センター開催講座」のみで見た場合には，体験型の活動を取り入れた学習講座の充実化によ

り平成 27 年度と比較し受講者数が増加しました。一方，「環境出前講座」については利用者が減少してし

まったため，内容の充実及び周知先の拡大や周知資料の改善等を図るなどして，市民・事業者が活用しや

すい「環境出前講座」となるよう努めていきます。 
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取組２：主体的な実践活動の⽀援 
主体的な環境活動の拡大を促進するためには，環境活動に関して学んだことを実践できる場面の創出と活

動の環を拡大するため多くの市民が環境活動に参加できるプラットホームの整備が重要となります。 

そのため「主体的な実践活動の支援」では，環境活動を実践できる場面の充実化と，環境活動のプラット

ホームとなる取組を重点的に支援することで，主体的な活動の拡大に向けた支援策を推進します。 

 
① 環境活動のプラットホームとなる場⾯を提供する具体的な取組 
※ それぞれの進捗状況については「第４部 分野別の取組状況」にて記載 

■ 市民・事業者と連携したごみの発生抑制の推進 

・ もったいない生ごみ減量化の推進 

■ 人づくり支援と情報の充実 

・ 省エネ等相談支援事業の実施 

■ 環境活動を担う次世代の人材育成 

・ 「こどもエコクラブ」の育成 

■ 自然とふれあえる環境づくりの推進 

・ 自然にふれあう機会の確保，提供 

 
② 指標の状況 

指標 「こどもエコクラブ」会員数 単位 ⼈ 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 2,097 2,322 2,548 2,772 3,000 

実績値 1,872 2,136 1,838     

進捗状況※2  ― B 
（88％）     

※1：平成 26 年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 
 
● ３つのこどもエコクラブが登録を抹消したため，平成 27 年度と比較し「「こどもエコクラブ」会員数」

が減少しました。 

今後は，既存のこどもエコクラブを維持しながら，新たな「こどもエコクラブ」設立のため学校や幼

稚園，保育園等への周知・働きかけを行うとともに，環境学習センターの講座において，市内の様々な

クラブが参加・交流できる企画を設けるなど，環境学習センターの地域事務局としての機能の強化を図

っていきます。 

  



26 
 

3.2  重点戦略２  エコで便利なライフスタイルを⽣み出す⾏動促進                  

【戦略のねらい】 
市民が主体的に環境にやさしい行動を選択できる「仕組み」を創出することで，環境配慮型のライフスタイ

ルの定着を目指します。 

 
取組１：「⾃⽴分散型エネルギー」によるエコな住環境形成の促進 
これまで「環境にやさしい暮らし」と聞くと，「不便」や「我慢」といった「暮らしを制限される」とい

う印象が先行していました。そのため，エコな住環境の形成が安全・安心で豊かな暮らしを創出することを

多くの市民に知ってもらうための取組が必要となります。 

「「自立分散型エネルギー」によるエコな住環境形成の促進」では，多くの市民が無理なく快適に，エネ

ルギーを無駄なく使いながら，環境にやさしく安心・安全に生活することができるような取組を推進します。 

 

① 環境にやさしく安⼼・安全に⽣活することができるような取組⼀覧 
  ※ それぞれの進捗状況については「第４部 分野別の取組状況」にて記載 

■ 創エネ・蓄エネの導入促進 

■ 省エネ・低炭素化住宅の普及促進 

・ 家庭における創エネ・蓄エネ導入支援制度の実施 

 
② 指標の状況 

指標 太陽光発電導⼊世帯数 単位 世帯 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 13,968 15,226 16,484 17,742 19,000

実績値 12,710 13,962 15,138     

進捗状況※2  ― A 
（108％）     

※1：平成 26 年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 
 
● 平成 28 年度から補助事業のメニューに「蓄電池」を追加したことで，固定価格買取制度の買取価格に左

右されず，順調に太陽光発電の導入件数が伸びており，参考値を上回る導入件数を達成することができま

した。 

今後も国等の動向を注視するとともに多くの市民に利用してもらえるように周知啓発するなどして，補

助事業を着実に取り組むことで太陽光発電の導入世帯数を増加に向けて取り組んでいきます。 
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取組２：環境にやさしい⾏動選択の促進 
エコなライフスタイルを促進するためには，市民・事業者が率先して取り組むために選択肢を示していく

ことが重要です。 

そのため「環境にやさしい行動選択の促進」では，日常生活の中で，市民・事業者にも取り組みやすい環

境にやさしいメニュー（選択肢）を提示し，率先して取り組んでもらうことで環境にやさしい取組の拡大を

図ります。 

 
① 率先して取り組んでもらう具体的な取組 
※ それぞれの進捗状況については「第４部 分野別の取組状況」にて記載 

■ 家庭におけるエコライフの促進 

・ 家庭版環境ＩＳＯ認定制度の推進 

■ リユース品の利用促進 

・ リユース品の利用促進 

・ 衣類再利用の推進 

■ 資源化の更なる推進 

・ 剪定枝の資源化推進 

 
② 指標の状況 

指標 家庭版環境 ISO 認定制度認定家庭数 単位 世帯 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 3,152 3,613 4,074 4,535 5,000 

実績値 2,691 2,874 3,218     

進捗状況※2  ― A 
（102％）     

※1：平成 26 年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 
 
● 平成 28 年度から認定制度の入会手続きを簡素化（家庭における直近 1ヶ月の環境配慮行動成果アン 

ケート方式に変更）したことで，認定家庭数を増やすことができました。 

今後も，更なる認定家庭数の確保のため，イベント，広報紙等を活用した周知啓発を図ります。 

また，事業の利便性向上を図るため，認定・更新やインセンティブについて見直しを行っていきます。 
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3.3  重点戦略３  ⾃然と調和したコンパクトな地域づくり                        

【戦略のねらい】 
中心市街地における低未利用地，既存施設を活用しながら，エネルギーが合理的に活用される環境配慮型の

まちづくりを目指します。 

また，郊外では，自然環境との共存を図りながら，緑豊かな居住環境の形成を目指します。 

 
取組１：環境負荷の少ない市街地形成の推進 
“環境都市の姿”を実現していくためには，これまでの一つ一つの取組を着実に進めていくことと同時に，

まちづくりに合わせて様々な取組を「面的」に取り入れていく取組が必要となります。 

「環境負荷の少ない市街地形成の推進」では，多くの市民が無理なく快適に，エネルギーを無駄なく使い

ながら，環境にやさしく安心・安全に生活することができるようまちづくりと連携した取組を推進します。 

 

① 取組⼀覧 
  ※ それぞれの進捗状況については「第４部 分野別の取組状況」にて記載 

■ 地域，街区等におけるエネルギーの合理的な利用の推進 

・ 駅東口地区整備事業におけるエネルギーの合理的な活用手法の検討 

・ 特定規模電気事業者（ＰＰＳ）等を活用した調達改善やエネルギー融通の推進 

・ 地域拠点や産業拠点におけるエネルギーの相互利用の推進 

■ まちづくりに合わせた自然環境の保全の推進 

・ 生物多様性保全事業の情報共有 

■ 耕作放棄地や住宅跡地等の適正管理・有効活用の促進 

・ 空き家，空き地の安全対策の推進 

■ 都市拠点における緑化推進 

・ 中心市街地の緑化推進 

・ 自然にふれあう機会の確保，提供 

■ 効率的なごみ収集の推進 

・ 今後の社会環境の変化に対応した効率的･効果的なごみの収集運搬のあり方の検討 

 
② 指標の状況 

指標 特定規模電気事業者（PPS）等を活⽤した市有施設数 単位 施設 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 106 107 108 109 110 

実績値 104 104 108     

進捗状況※2  ― A 
（102％）     

※1：平成 26 年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 
 
● 特定規模電気事業者を活用した電力の調達改善を着実に実施することで，電力コストを軽減できる市有

施設が増加しました。 

引き続き，市有施設の特性に応じながら特定規模電気事業者を活用した市有施設の数の増加を目指して

いくとともに，特定規模電気事業者を活用した新たな事業スキームの構築についても検討を進めます。 
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取組２：⽣きものとともに⽣きる環境保全の推進 
人口減少，少子高齢化を迎え，まちのコンパクト化が進められる中においても，自然の恵みを将来にわた

り享受し心ゆたかに暮らせる社会を実現するためには，身近な里地，里山の生態系の保全活動など自然との

つながりを残していくための仕組みが重要です。 

「生きものとともに生きる環境保全の推進」では，まちづくりの中でも特に自然環境に着目し，今ある自

然環境を将来にわたり保全していくための取組を重点化することで，自然環境とまちづくりが共生できる取

組を推進します。 

 
① ⾃然環境とまちづくりが共⽣するための具体的な取組 
※ それぞれの進捗状況については「第４部 分野別の取組状況」にて記載 

■ 動植物の生息・生育環境の保全 

・ 外来種に関する周知啓発 

・ 生きものの生息・生育環境の保全 

■ 農地や里山樹林地の保全と活用 

・ 郊外の山地や丘陵地などの森林の管理・保全 

・ 優良農地の確保・保全 

■ 耕作放棄地や住宅跡地等の適正管理・有効活用の促進 

・ 優良農地の確保・保全（再掲） 

 
② 指標の状況 

指標 外来種の影響に関する認知度 単位 年 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 60.0 65.0 70.0 75.0 80.0 

実績値 ― ― 66.5     

進捗状況※2  ― A 
（110％）     

※1：平成 26 年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 
 
● 外来種が及ぼす影響については，人への健康被害などメディアでも取り上げられる機会が多く，市民

にとって身近な問題であるという認識が強いため，高水準な結果となりました。 

今後とも，現在実施している自然環境パネル展に併せ，外来種に関するパネルの展示や，オリオンス

クエアの大型映像装置を活用した情報放映，さらには栃木県立博物館等と連携し，パネル展に併せた外

来種の標本や写真の展示などにより，視覚的な効果を高めることで，外来種の影響に関する認知度の向

上を図っていきます。 
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3.4  重点戦略４  グリーンな交通システムの構築                             

【戦略のねらい】 
一人ひとりが環境にやさしい移動について考え，自発的に取り組むための社会システムとして公共交通や自

転車の利用拡大，エコな自家用車の普及促進など環境にやさしい交通システムの構築を目指します。 

 
取組１：公共交通の利⽤拡⼤の推進 

    公共交通を利用したもらうためには，利用者にとって「使いやすい公共交通」であることが大切です。 

   そのため「公共交通の利用拡大の推進」では，誰もが移動しやすく，環境にやさしい公共交通ネットワー

クの整備に関する取組を推進します。 

 

① 公共交通の利⽤拡⼤のための具体的な取り組み 
   ※ それぞれの進捗状況については「第４部 分野別の取組状況」にて記載 

■ LRT の整備や公共交通網の再構築 

・ IC カード導入による利便性向上策の実施 

・ LRT の整備 

 
② 指標の状況 

指標 公共交通の年間利⽤者数 単位 ⼈/年 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 38,620 40,589    

実績値 32,409 32,643 33,145     

進捗状況※2  ― B 
（85％）     

※1：平成 26 年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 
 
● 赤字バス路線の維持やノンステップバスの導入等に対する支援，郊外部において地域住民と連携した地

域内交通の導入に取り組むとともに，交通事業者においてもバス路線の新設・拡充を推進してきたこと等

により，平成２３年度以降増加傾向となっています。今後とも引き続き公共交通の利用促進策を実施し，

公共交通の利用者数増加を目指していきます。 
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取組２：⾃動⾞による環境負荷の低減策の促進 

    本市の自動車依存度は依然として高い状況です。私たちの生活において自動車は非常に重要な移動手段で

あり，自動車による環境負荷を低減するための取組が大切になります。 

   「自動車による環境負荷の低減策の促進」では，走行中に温室効果ガスを排出しない電気自動車などの低

炭素型モビリティを普及拡大させることで，自動車から排出される温室効果ガスなどによる環境負荷を低減

させる取組を推進します。 

 
① ⾃動⾞による環境負荷を低減させるための具体的な取り組み 

   ※ それぞれの進捗状況については「第４部 分野別の取組状況」にて記載 

■ 低炭素モビリティの導入促進 

・ 蓄電機能を生かした電気自動車等の普及促進 

 
② 指標の状況 

指標 電気⾃動⾞等補助件数 単位 件 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 90 180 270 360 450 

実績値 ― ― 2     

進捗状況※2  ― C
（2％）     

※1：平成 26 年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 
 

● 平成 28 年度に新設した「家庭向け低炭素化普及促進補助金」の中に「電気自動車」を補助金の対象シス

テムとして新たに位置づけましたが，電気自動車を「蓄電池」として利活用できることを対象条件としてい

たため，結果として平成 28 年度中の申請は 2件となり，予定より大幅に遅れている状況です。 

今後は，電気自動車が蓄電池として活用しても優位性があることを自動車メーカー，ハウスメーカー等と

連携し周知することで，補助申請件数の確保に努めていきます。 

なお，栃木県内の電気自動車の登録件数では，平成 28 年 12 月時点で 1,280 台から平成 29 年の 1,607 台

と年々増加傾向にある状況であり，本市においても同様の傾向が想定されます。 
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取組３：⾃転⾞の更なる利⽤拡⼤の推進 

    自転車の利用を拡大していくためには，自転車を“安全に”，“快適に”，“楽しく”，“健康に”使える環境

を整備することが重要となります。 

「自転車の更なる利用拡大の推進」では，自転車を安全に走行できる，長く連続した道路環境の整備を推

進します。 

 
① ⾃転⾞利⽤拡⼤のための具体的な取り組み 

   ※ それぞれの進捗状況については「第４部 分野別の取組状況」にて記載 

■ 自転車を利用しやすいまちづくりの推進 

・ 自転車を利用しやすい空間の確保 

 
② 指標の状況 

指標 ⾃転⾞⾛⾏空間の整備延⻑距離（累計） 単位 Km 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 28.9 36.1 43.3 50.5 57.7 

実績値 16.9 21.7 22.9     

進捗状況※2  ― Ｂ 
（79％）     

※1：平成 26 年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 
 
● 自転車走行空間は，国の「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」に基づき整備を行っており，

平成 28 年 7 月に改定された影響で整備に向けた関係機関との協議調整に時間を要しました。そのため，

平成 28 年度中の整備が予定よりも遅れましたが，平成 29 年度早々に工事を完了させました。 

 

  



33 
 

3.5 「重点戦略５ 環境と経済の連携による地域の環境資源を活かした産業や取組の創出」  

【戦略のねらい】 
地域の持続可能性を将来に渡って高めていくため，本市の特徴や特性に合わせた環境技術や環境資源を活か

した，地域の新たな産業の創出を目指します。 

 
取組１：環境技術を活⽤した産業創出に向けた取組の推進 

   地域の持続可能性を高めていくために必要となる視点が，産業の創出，育成です。 

   「環境技術を活用した産業創出に向けた取組の推進」では，本市が有するエネルギーポテンシャルを活用

した産業創出を支援するほか，新たな環境技術の利活用により地域産業の活性化を図ります。 

 
① 環境技術を活⽤した産業創出に向けた具体的な取組 
※ それぞれの進捗状況については「第４部 分野別の取組状況」にて記載 

■ 地域エネルギー等の利活用による新たな産業の創出と地域の創再生に関する取組の推進 

・ 大谷地域に賦存する冷熱エネルギーを活かした活性化策の実施 

・ 地域の再生可能エネルギー等を活用した環境負荷の低減とまちの活性化 

■ 革新的なエネルギーの利用に向けた検討 

・ 水素等の先端環境技術の活用に向けた調査研究 

 
② 指標の状況 

指標 冷熱エネルギーを活⽤した事業への参⼊者 単位 件 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 1 1 2 2 3 

実績値 0 1 2     

進捗状況※2  ― A 
（200％）     

※1：平成 26 年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 
 
● 大谷石採取場跡地内に賦存している冷熱エネルギーを活用した夏秋いちご栽培事業については，平成

27 年度に民間事業者が 1 事業者（栽培面積 6 ㌃），平成 28 年度にさらに 1 事業者（栽培面積 12 ㌃）が

参入し順調に数を伸ばしており，順調に地域エネルギーを活用した取り組みが宇都宮市内において拡大

している。 
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取組２：地域の資源を活⽤した新たな取組の推進 
  地域の持続可能性を高めるためには，未利用となっている資源の有効活用が重要となります。 

「地域の資源を活用した新たな取組の推進」では，これまで有効活用されてこなかった資源を活かした新

たな取組を推進するほか，循環利用が可能な資源の更なる有効活用を目指します。 

 
① 地域の資源を活⽤した新たな取組の推進にむけた具体的な取組 
※ それぞれの進捗状況については「第４部 分野別の取組状況」にて記載 

■ 地域の特性を活かしたバイオマスの有効活用 

・ 農林資源を活用したバイオマスの推進 

■ 地域内での資源循環利用の推進 

・ 拠点回収事業の拡充 

・ 新たな資源循環利用の推進 

■ 効果的・効率的なごみ処理体制の構築 

・ 廃棄物分野における災害対応策の検討 

 
② 指標の状況 

指標 リサイクル率 単位 ％ 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 19.1 20.0 20.9 21.8 22.9 

実績値 18.2 17.9 17.3     

進捗状況※2  ― C 
（0％）     

※1：平成 26 年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 

 
● 資源化可能な各種容器包装の素材の軽量化が進んでいることや新聞等の発行部数の減少，スーパーの

店頭回収等の回収ルートの多様化の影響などにより，紙類など資源物の行政回収量や集団回収量が減少

傾向にあるため，こうした実態を踏まえながら，市民がリサイクルに参加しやすい環境づくりに取り組

むとともに，剪定枝や使用済小型家電の資源化など，これまで以上に循環利用の推進による資源化量の

拡大を図っていきます。 
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3.6 「重点戦略６  社会全体を先導する市の率先⾏動」                           

【重点戦略のねらい】 
市民，事業者，行政の三者が共通の認識を持って環境の創造・保全に取り組み，市全体への環境配慮行動の

波及を図るため，市民・事業者のモデルとなる市が率先的な環境配慮行動の促進を目指します。 

 
取組１：環境に配慮した実践⾏動の推進 

   市民，事業者における環境の創造・保全に向けた取組を推進するためには，市が率先して取りくんでいる姿

を示していく必要があります。 

   そのため「環境に配慮した実践行動の推進」では，本市が，市民・事業者のモデルとなる施策・事業に積

極的に取り組むことで，市域全体の環境配慮行動の拡大を推進します。 

 
① 地域の資源を活⽤した新たな取組の推進にむけた具体的な取組 
※ それぞれの進捗状況については「第４部 分野別の取組状況」にて記載 

■ 市役所業務における環境配慮活動の推進 

・ エコオフィス活動の推進 

・ 省エネ機器・設備・エネルギー制御システム等の導入 

・ 特定規模電気事業者（ＰＰＳ）等を活用した調達改善やエネルギー融通の推進 

■ 市の率先した「もったいない運動」の推進 

・ 市の事務事業における「もったいない運動」の推進 

・ グリーン調達推進方針に基づくグリーン購入の推進 

■ 気候変動への「適応」に関する普及啓発 

・ 気候変動への「適応」に対する理解促進に向けた情報発信 

 
② 指標の状況 

指標 市有施設における CO2 排出量 単位 ｔ-CO2/
年 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 108,228 104,846 101,464 98,082 94,700

実績値 111,610 106,039 105,303     

進捗状況※2  ― A 
（97％）     

※1：平成 26 年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 
 
● 技術革新に合わせ継続して省エネルギーに取り組んだ結果，目標を上回る削減量を達成しました。 

今後も，庁舎の省エネ化などに着実に取り組むことで市政活動からの温室効果ガス排出量を削減してい

きます。 
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取組２：「⾃⽴分散型エネルギー」の導⼊推進 

   自立分散型エネルギーの普及拡大には，市民・事業者にその有効性を知ってもらうことが重要です。 

「自立分散型エネルギーの導入推進」では，市民に身近な公共施設において積極的，率先的に太陽光発電

などの創エネルギーや蓄電池などの蓄エネルギーを導入し，多くの市民・事業者に自立分散化による優位性

を体感してもらうため，地区市民センター等の自立分散化を推進します。 

 
① ⾃⽴分散化の促進に向けた具体的な取組 
※ それぞれの進捗状況については「第４部 分野別の取組状況」にて記載 

■ 創エネ・蓄エネを活用した市有施設の低炭素化の推進 

･ 地域防災拠点における創エネ・蓄エネ設備の導入推進 

 
② 指標の状況 

指標 地域防災拠点における創エネ・蓄エネ設備の導⼊件数 単位 施設 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 20 20 21 21 22 

実績値 12 19 22     

進捗状況※2  ― A 
（110％）     

※1：平成 26 年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 
 
● 国のグリーンニューディール基金を活用したことで，当初の目標よりも早期に導入を予定していたす

べての地区市民センターに創エネ・蓄エネ設備の導入を完了することができました。 

今後も継続して，大規模な公共施設の建設時などに合わせて，積極的に設備の導入を推進していきま

す。 
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第４部 
分野別の取組状況 
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4.1 地球環境分野の取組状況                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

  

1-1-1 家庭における省エネ・低炭素化

の促進

1-1-2 事業所における省エネ・低炭素

化の促進

1-1-3 市役所における省エネ・低炭素

化の促進

1-2-1 創エネルギー・蓄エネルギーの

利活用の推進

1-2-2 地域のポテンシャルを生かした

新たなエネルギー等の利活用の促進

1-3-1環境負荷の少ない都市整備の推進

1-3-2 エコで利用しやすい交通体系の

構築

1-3-3 気候変動への「適応」に関する

普及啓発

1-1 節電・省

エネルギーの

推進

1-2 環境にや
さしく，災害
にも強い自立
分散型の再生
可 能 エ ネ ル
ギー等の普及
促進

1-3 持続可能

な環境負荷の

少ないまちづ

くりの促進

(1)省エネ活動を促進する普及啓発の推進

(2)省エネ・低炭素化住宅の普及促進

(1)人づくり支援と情報の充実

(2)事業所における実践行動促進策の充実

(1)市役所業務における環境配慮行動の推進

(1)創エネ・蓄エネの導入促進

(2)創エネ・蓄エネを活用した市有施設の低炭素化の推進

(1)地域エネルギー等の利活用による新たな産業の創出と地域

の創再生に関する取組の推進

(2)革新的なエネルギーの利用に向けた検討

(1)地域，街区等におけるエネルギーの合理的な利用の推進

(2)ネットワーク型コンパクトシティの形成に向けたまちづく

りとの連携

(1)ＬＲＴの整備や公共交通網の再構築

(2)自転車を利用しやすいまちづくりの推進

(3)低炭素型モビリティの導入促進

(1)気候変動への「適応」に関する普及啓発

(2)気候変動による影響の最小化に向けた取組の推進

基本施策の体系
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基本施策１－１ 節電・省エネルギーの推進                                        
１－１－１ 家庭における省エネ・低炭素化の促進 

指標 ⼀世帯当たりの CO2 排出量（削減量） 単位 t-CO2/
年 

 基準値※1 H26 H27 H28 H29 H30 H31 

参考値  ― 7.28 
（0.22） 

7.06 
（0.44）

6.84 
（0.66） 

6.62 
（0.88）

6.4 
（1.1）

実績値 7.5 7.9８ 7.75 
（+0.23）     

進捗状況※2  ― C     

進捗状況の 
評価結果 

平成 26 年度と⽐較し減少しているものの，⽬標達成に向けての参考値には届いていな
い状況です。理由としては，市⺠⽣活における運輸部⾨（⾃家⽤⾞の利⽤状況）が⾼
いことが想定されます。こうしたことを踏まえ，⽇常⽣活における移動⽅法の低炭素化を推
進していく必要があります。 
【参考①】⼀世帯当たりの CO2 排出量は，家庭部⾨に運輸部⾨の⼀部，廃棄物部⾨

の⼀部を合算し，⼀⼈当たりの排出量を算出した後，平均当該年度の平均
世帯⼈数に乗じて算出 

【参考②】進捗状況の評価は，基準年度からの参考値（削減量）に対し当該年度の削
減量の割合により算出 

※1：平成 2５年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 
 
（１）省エネ活動を促進する普及啓発の推進 

ア ⺠間企業等と連携した普及啓発の実施 
 ・ 平成 28 年度は，「家庭向け低炭素化普及促進補助事業」の実施と合わせ，栃木県住宅協会，栃木県自

動車販売協会，宇都宮市内住宅展示場など，補助事業に関連する外部組織と連携した補助事業の周知活

動を実施しました。 

 ・ 平成 29 年度は，上記協会と連携した周知活動を継続して実施しているほか，新たに自動車メーカー

や家電メーカーとタイアップした周知啓発活動を開始しています。 

 
イ 市の広報媒体を活⽤した情報発信 
 ・ 平成 28 年度は，宇都宮市のホームページの更新に合わせて環境分野に関するホームページの構成の

見直しを実施したほか，平成 28 年 12 月には，地球温暖化月間に合わせて宇都宮市広報紙において「地

球温暖化対策」に関する特集ページを掲載しました。 

 ・ 平成 29 年度は，7 月に「夏の省エネルギー対策」を特集したほか，12 月にも広報紙に特集を組むな

どの情報発信を行っています。 
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（２）省エネ・低炭素化住宅の普及促進 
ア 家庭における創エネ・蓄エネ導⼊⽀援制度の実施 
 ・ 平成 28 年度は，家庭における自立分散化を促進するための新しい補助制度「家庭向け低炭素化普及促

進補助金」を平成 28 年 6 月から実施しました。（太陽光発電システム 892 件，蓄電池 170 件，燃料

電池（ｴﾈﾌｧｰﾑ）198 件） 

 ・ 平成 29 年度は，5 月から上記補助事業の募集を開始し，12 月末までに太陽光発電システム 638 件，

蓄電池 173 件，燃料電池（ｴﾈﾌｧｰﾑ）169 件の申請申込を受け付けています。 

 
イ ⺠間企業と連携した普及啓発の実施 
 ・ 平成 28 年度は，「家庭向け低炭素化普及促進補助事業」の実施と合わせ，栃木県住宅協会，栃木県自

動車販売協会，宇都宮市内住宅展示場など，補助事業に関連する外部組織と連携した補助事業の周知活

動を実施しました。 

 ・ 平成 29 年度は，上記協会と連携した周知活動を継続して実施しているほか，新たに自動車メーカー

や家電メーカーとタイアップした周知啓発活動を開始しています。 

 
ウ 省エネ促進等住宅改修⽀援事業の実施 
 ・ 平成 28 年度は，良質な住宅ストックの形成や空き家の流通促進を図るため，住宅の性能・機能を向

上させるための改修工事に対する補助を実施しました。（333 件（うち空き家の改修は 5件）） 

・ 平成 29 年度も，リフォーム事業者への積極的な事業周知等により前年と同等の補助申請実績が見込

まれます。本事業は玄関・窓の断熱化など住宅の省エネ化促進に寄与していることから，引き続き事業

を継続しています。 

 
１－１－２ 事業所における省エネ・低炭素化の促進 

指標 省エネセミナーに参加した事業者数 単位 事業所 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 116 149 182 215 250 

実績値 83 101 113     

進捗状況※2  ― A     

進捗状況の 
評価結果 

 省エネセミナーへの参加事業者数は，ここまで順調に増加してきています。今後は，新た
な参加者を獲得するため，これまでとは違ったテーマを設定したセミナーを企画するほか，こ
れまで各年度１回開催していたものを，複数回に増やすなどして，より多くの事業者に参
加してもらえるよう取り組んでいきます。 

※1：平成 2６年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 
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（１）⼈づくり⽀援と情報の充実 
ア 省エネ等相談⽀援事業の実施 
・ 平成 28 年度は，「中小企業 CO2 削減・省エネルギーポテンシャル診断事業」を実施。飲食業を重点的

に3事業者のエネルギー利活用の実態調査と調査結果に基づく省エネルギー診断結果の情報提供を行い

ました。 

   ・ 平成 29 年度も，事業を継続し 2事業者の省エネルギーポテンシャル診断を実施しています。 

 
イ 省エネセミナーやガイドブックなどを活⽤した情報提供の充実 
 ・ 平成 28 年度は，一般社団法人 省エネルギーセンターの専門員を招き，平成 28 年２月に「省エネセ

ミナー」を開催。省エネセミナーと同時開催で，栃木県設備設計協力による「即席省エネ相談会」を新

たな取組として実施しました。 

 ・ 平成 29 年度は，平成 30 年 2 月に「省エネセミナー」を開催予定です。また，これまでの「中小企業

CO2 削減・省エネルギーポテンシャル診断事業」の事例をもとにした「省エネガイドブック（仮）」の策

定作業を行っています。 

  
（２）事業所における実践⾏動促進策の充実 

ア 中⼩企業におけるエネルギーマネジメント機器の導⼊促進 
・ 平成 28 年度は，「中小企業 CO2 削減・省エネルギーポテンシャル診断事業」を実施。飲食業を重点的

に3事業者のエネルギー利活用の実態調査と調査結果に基づく省エネルギー診断結果の情報提供を行い

ました。 

・ 平成 29 年度も，事業を継続し 2事業者の省エネルギーポテンシャル診断を実施しています。 

 
イ グリーン物流の普及啓発 
・ 平成 28 年度は，事業者の主体的な取り組みを推進するため，モーダルシフトによる効果等について

の情報収集を行いました。 

・ 平成 29 年度は，「LRT 沿線における低炭素化促進事業」において LRT 沿線におけるモーダルシフトの

あり方の検討をしています。 

 
ウ アイドリングストップの普及拡⼤ 
・ 平成 28 年度は，栃木県と連携し，11 月のエコドライブ月間に道の駅ろまんちっく村の利用者に対し，

「エコドライブ」に関するチラシを配布する取組を実施しました。 

   ・ 平成 29 年度も，継続して栃木県と連携した「エコドライブ」に関する周知啓発に取り組んでいます。 

 
   エ 代替フロン及びノンフロンの普及啓発及び利⽤促進 

・ 平成 28 年度は，改正フロン法について，宇都宮市ホームページや広報紙を通じて事業者への周知を

実施しました。また，一事業者として行う定期点検やフロン漏えい量報告などの改正内容について，庁

内説明会などの周知啓発を実施しました。 

・ 平成 29 年度は，改正フロン法に係る周知啓発を継続するとともに，市役所としても一事業者として

の取組も継続して実施しています。 
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オ 融資制度等による環境保全対策の⽀援 
・ 平成 28 年度は，中小企業の省エネなどの設備導入に活用できる融資制度や融資を活用する際の保証

料の補助を実施しました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，平成 28 年度と同様の事業を継続して実施しています。 

 
１－１－3 市役所における省エネ・低炭素化の促進 

指標 市有施設における CO2 排出量 単位 t-CO2/
年 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 108,228 104,846 101,464 98,082 94,700

実績値 111,610 106,039 105,303     

進捗状況※2  ― A     

進捗状況の 
評価結果 

技術⾰新に合わせ継続して省エネルギーに取り組んだ結果，⽬標を上回る削減量を達
成しました。今後も，庁舎の省エネ化などに着実に取り組むことで，市政活動からの温室
効果ガス排出量の削減を推進していきます。 

※1：平成 2６年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 

 
（１）市役所業務における環境配慮⾏動の推進 

ア 市役所におけるエコオフィス活動の推進 
 ・ 平成 28 年度は，環境管理担当や新任職員向けの環境マネジメント研修会にて，各課におけるエコオ

フィス活動の周知と実践を促進するための啓発を実施しました。 

 ・ 平成 29 年度は，職員に対してエコオフィス活動の周知を継続するとともに，実践行動の促進を図る

ため庁内の環境マネジメントと合わせた管理スキームの構築に取り組んでいます。 

 
イ 省エネ機器・設備・エネルギー制御システム等の導⼊ 
 ・ 平成 28 年度は，「省エネ，再エネ設備等導入可能性調査」を実施し，市有施設における省エネ等に関

するポテンシャル調査及び省エネ実施方針の基本的な評価を行いました。 

 ・ 平成 29 年度は，平成 27 年度に実施した「省エネ，再エネ設備等導入可能性調査」の結果を基に，市

有施設における運用改善・施設整備の方針を年度内の策定を目指し作業を行っています。 

 
ウ 特定規模電気事業者（PPS）等を活⽤した調達改善やエネルギー融通の推進 

  ・ 平成 28 年度は，平成 28 年度末までに 108 施設の市有施設で，電気の調達手法の見直しを実施しまし

た。 

  ・ 平成 29 年度は，特定規模電気事業を活用した自治体新電力の事業スキームを活用した公共施設の更

なる低炭素化の促進に向けた検討を進めています。 
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基本施策１－２ 環境にやさしく，災害にも強い⾃⽴分散型の再⽣可能エネルギー等の普及促進        
１－２－１ 創エネルギー・蓄エネルギーの利活⽤の推進 

指標 太陽光発電導⼊世帯数 単位 世帯 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 13,968 15,226 16,484 17,742 19,000

実績値 12,710 13,962 15,138     

進捗状況※2  ― A     

進捗状況の 
評価結果 

補助事業のメニューに「蓄電池」を追加したことで，固定価格買取制度の買取価格に
左右されず太陽光発電導⼊世帯数は，順調に期待値を上回るスピードで導⼊件数が伸
びています。今後も国等の動向を注視しながら，補助事業に着実に取り組むことで太陽光
発電の導⼊世帯数を増加に向けて取り組んでいきます。 

※1：平成 2６年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 

 
（１）創エネ・蓄エネの導⼊促進 

ア 家庭における創エネ・蓄エネ導⼊⽀援制度の実施 
 ・ 平成 28 年度は，家庭における自立分散化を促進するための新しい補助制度「家庭向け低炭素化普及

促進補助金」を平成 28 年 6 月から実施しました。（太陽光発電システム 892 件，蓄電池 170 件，燃

料電池（ｴﾈﾌｧｰﾑ）198 件） 

 ・ 平成 29 年度は，5 月から上記補助事業の募集を開始し，12 月末までに太陽光発電システム 638 件，

蓄電池 173 件，燃料電池（ｴﾈﾌｧｰﾑ）169 件の申請申込を受け付けています。 

 
イ 中⼩企業における創エネ・蓄エネの普及促進 
 ・ 平成 28 年度は，環境省と本市が連携し，LRT 整備と合わせた LRT 沿線の低炭素化のあり方を検討する

「宇都宮市モデル地域創生プラン」の策定を行いました。 

 ・ 平成 29 年度は，「宇都宮市モデル地域創生プラン」の具体化に向け，「LRT 沿線の低炭素化促進事業」

を開始し，創エネ・蓄エネを活用した面的なエネルギー利用による低炭素化策の構築に向けた検討を進

めています。 

 
（２）創エネ・蓄エネを活⽤した市有施設の低炭素化の推進 

ア 地域防災拠点施設における創エネ・蓄エネ設備の導⼊推進 
 ・ 平成 28 年度は，環境省のグリーンニューディール基金を活用し，雀宮地区市民センターなど 5 つの

地区市民センターに対し太陽光発電システムと蓄電池を設置しました。これにより地区市民センター全

11 施設に対して太陽光発電システム等の設置が完了しました。 

 ・ 平成 29 年度は，当初の目標は達成できましたが，引き続き，市有施設における創エネ・蓄エネの率

先導入に向けた検討を行っています。 
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イ 太陽光発電向け市有財産貸出事業の実施 
 ・ 平成 28 年度は，発電事業を行っている 4事業者 12 施設との調整を継続して実施してきたほか，固定

価格買取制度の買取価格の引き下げや東京電力の連系制約問題など，社会情勢の変化に関する調査を行

い，今後の追加公募の有無など事業の方向性に関する検討を実施しました。 

 ・ 平成 29 年度は，社会情勢に応じた事業のあり方を引き続き検討しています。 

 
１－２－２ 地域のポテンシャルを⽣かした新たなエネルギー等の利活⽤の推進 

指標 冷熱エネルギーを活⽤した事業への参⼊者数 単位 事業者 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 1 1 2 2 3 

実績値 0 1 2     

進捗状況※2  ― A     

進捗状況の 
評価結果 

⼤⾕⽯採取場跡地内に賦存している冷熱エネルギーを活⽤した夏秋いちご栽培事業に
ついては，平成 27 年度に⺠間事業者が 1 事業者（栽培⾯積 6 ㌃），平成 28 年度
にさらに 1 事業者（栽培⾯積 12 ㌃）が参⼊し、順調に数を伸ばしています。 

※1：平成 2６年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 
 
（１）地域エネルギー等の利活⽤による新たな産業の創出と地域の創再⽣に関する取組 

ア ⼤⾕地域に賦存する冷熱エネルギーを活かした活性化策の実施 
 ・ 平成 28 年度は，冷熱エネルギーを活用した地上部建物での保冷利用等の具体的に向けた実証実験を

行うとともに，冷熱エネルギーの最適な利用に向けた考え方等の整理を行いました。 

 ・ 平成 29 年度は，冷熱エネルギーの地域での面的拡大に向け，持続可能な冷熱エネルギー活用等に配

慮した最適な活用方策や各利用分野に適した冷熱エネルギーの活用推進エリアの整理を実施していま

す。また，民間事業者が主体となって，地域での冷熱エネルギー供給・管理に関する実証事業に平成 30

年 2 月より着手する予定です。 

 
イ 地域の再⽣可能エネルギー等を活⽤した環境負荷の低減とまちの活性化 
 ・ 平成 28 年度は，環境省と本市が連携し，LRT の整備と合わせた LRT 沿線の低炭素化のあり方を検討す

る「宇都宮市モデル地域創生プラン」の策定を行いました。 

 ・ 平成 29 年度は，「宇都宮市モデル地域創生プラン」の具体化に向けた「LRT 沿線の低炭素化促進事業」

において，「地域電力（自治体新電力）」のスキームを活用した地域の低炭素化・地域活性化策の構築に

向けた検討を進めています。 
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ウ 地域ポテンシャルを⽣かした低炭素型農業等の普及 
・ 平成 28 年度は，大谷地域の冷熱エネルギーを活用した夏秋いちご栽培については，平成 28 年度 1事

業者（6㌃）に引き続き平成 29 年度にも 1事業者（12 ㌃）が参入するなど，「大谷夏いちご」のブラン

ド化・産地化に取り組みました。 

・ 平成 29 年度は，大谷地域での夏秋いちご栽培事業への新規参入希望者との意見交換を実施し，平成

30 年度から新たに 1事業者の参入を誘致するなど，大谷夏いちごの産地化に向けた取組を推進していま

す。 

 
（２）⾰新的なエネルギーの利⽤に向けた検討 

ア ⽔素等の先端環境技術の活⽤に向けた調査研究 
 ・ 平成 28 年度は，平成 28 年度に栃木県が立ち上げた「とちぎ FCV 普及促進研究会」に参画し，自動車

メーカー等と水素を活用したまちづくりに関する取組の検討を開始したほか，環境省と連携し，LRT の

整備と合わせた LRT 沿線の低炭素化のあり方を検討する「宇都宮市モデル地域創生プラン」にて水素の

利活用についても検討を行いました。 

 ・ 平成 29 年度は，「宇都宮市モデル地域創生プラン」の具体化に向けた「LRT 沿線の低炭素化促進事業」

において，LRT からの端末交通を検討する中で水素を活用した端末交通の低炭素化策の構築に向けた検

討を進めています。 

 
イ 太陽光発電等を活⽤した⽔素製造に係る調査研究 
 ・ 平成 28 年度は，平成 28 年度に栃木県が立ち上げた「とちぎ FCV 普及促進研究会」に参画し，自動車

メーカー等と水素を活用したまちづくりに関する取組の検討を開始したほか，環境省と連携し，LRT の

整備と合わせた LRT 沿線の低炭素化のあり方を検討する「宇都宮市モデル地域創生プラン」にて水素の

利活用についても検討を行いました。 

 ・ 平成 29 年度は，「宇都宮市モデル地域創生プラン」の具体化に向けた「LRT 沿線の低炭素化促進事業」

において，LRT からの端末交通を検討する中で水素を活用した端末交通の低炭素化策の構築に向けた検

討を進めています。 
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基本施策１－３ 持続可能な環境負荷の少ないまちづくりの促進                          
１－３－１ 環境負荷の少ない都市整備の推進 

指標 特定規模電気事業者（PPS）等を活⽤した市有施設の数 単位 施設 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 106 107 108 109 110 

実績値 104 104 108     

進捗状況※2  ― A     

進捗状況の 
評価結果 

特定規模電気事業者の利⽤メリットが認知されてきていることで，⼊札により特定規模
電気事業者に電⼒の調達先を変更している市有施設が増加しました。今後も市有施設の
特性に応じながら着実に取り組むことで特定規模電気事業者を活⽤した市有施設の数を
増やしていきます。 

※1：平成 2６年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 

 
 
（１）地域，街区等におけるエネルギーの合理的な利⽤の推進 

ア 駅東⼝地区整備事業におけるエネルギーの合理的な活⽤⼿法の検討 
・ 平成 28 年度は，駅東口地区整備の事業化に向け，民間事業者と事業計画等について意見交換を実施

してきましたが，市の条件を全て満たすことは困難との結果となったことから，改めてコンベンショ

ン施設に関する条件等を変更し，民間事業者と意見交換を行うこととしたため，具体的な施設整備等

の検討には至りませんでした。 

・ 平成 29 年度は，民間事業者との意見交換の結果，コンベンション施設等を含め駅東口地区全体整備

の実施の見通しがついたことから，平成 30 年 1 月に環境負荷の低減等をまちづくりのテーマとして定

めた整備方針を策定するとともに，平成 30 年 3 月の事業者募集に向け，募集要項等の作成に取り組ん

でいます。 

 
イ 特定規模電気事業者（PPS）等を活⽤した調達改善やエネルギー融通の推進 
 ・ 平成 28 年度は，平成 28 年度末までに 108 施設の市有施設で，電気の調達手法の見直しを実施しまし

た。 

・ 平成 29 年度は，特定規模電気事業を活用した新たな事業スキームによる，公共施設における更なる

電力調達の改善に向けて検討を進めています。また，自治体新電力を活用した，公共施設の低炭素化等

についての検討も進めています。 
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ウ 地域拠点や産業拠点におけるエネルギーの相互利⽤の推進 
・ 平成 28 年度は，環境省と本市が連携し，LRT の整備と合わせた LRT 沿線の低炭素化のあり方を検討す

る「宇都宮市モデル地域創生プラン」の策定を行いました。 

・ 平成 29 年度は，「宇都宮市モデル地域創生プラン」の具体化に向けた「LRT 沿線の低炭素化促進事業」

において，トランジットセンター周辺のまちづくりにおいてコージェネレーション等を活用したエネル

ギーの面的活用の実現可能性調査を進めています。 

 
（２）ネットワーク型コンパクトシティの形成に向けたまちづくりとの連携 

ア 環境負荷の少ないまちづくりに向けた集約型都市構造の推進 
・ 平成 28 年度は，環境省と連携し，LRT の整備と合わせた LRT 沿線の低炭素化のあり方を検討する「宇

都宮市モデル地域創生プラン」の策定を行いました。 

・ 平成 29 年度は，「宇都宮市モデル地域創生プラン」の具体化に向けた「LRT 沿線の低炭素化促進事業」

において，トランジットセンター周辺のまちづくりにおいてコージェネレーション等を活用したエネル

ギーの面的活用の実現可能性調査を進めています。 

 
イ 創エネ・蓄エネを活⽤したスマート住宅街区の普及に向けた検討 

 ・ 平成 28 年度は，環境省と連携し，LRT の整備と合わせた LRT 沿線の低炭素化のあり方を検討する「宇

都宮市モデル地域創生プラン」の策定を行いました。 

・ 平成 29 年度は，「宇都宮市モデル地域創生プラン」の具体化に向けた「LRT 沿線の低炭素化促進事業」

において，トランジットセンター周辺のまちづくりにおいてコージェネレーション等を活用したエネル

ギーの面的活用の実現可能性調査を進めています。 

 
ウ 都市機能等の適正な⽴地誘導に向けた「⽴地適正化計画」の策定 
・ 平成 28 年度は，地域別説明会や都市計画審議会等を通して意見聴取を行いながら，都市機能誘導区

域を定めた立地適正化計画を策定・公表（平成 29 年 3 月）しました。また，事業者ヒアリング等を通

して，拠点への施設立地に係るニーズや課題を把握しながら，本市独自の都市機能誘導策（補助制度）

を構築し，予算計上を行いました。 

・ 平成 29 年度は，都市機能誘導に向けた具体的な取組を進めるとともに，将来にわたり一定の人口密

度を維持する居住誘導区域(平成 30 年度末までに設定）の設定や居住誘導策の構築に向け，引き続き市

民等との意見交換を行いながら検討を進めています。 
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１－３－２ エコで利⽤しやすい交通体系の構築 

指標 公共交通の年間利⽤者数 単位 ⼈/年 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 38,620 40,589    

実績値 32,409 32,643 33,145     

進捗状況※2  ― B     

進捗状況の 
評価結果 

⾚字バス路線の維持やノンステップバスの導⼊等に対する⽀援，郊外部において地域
住⺠と連携した地域内交通の導⼊に取り組むとともに，交通事業者においてもバス路線の
新設・拡充を推進してきたこと等により，平成２３年度以降増加傾向となっています。今
後とも引き続き公共交通の利⽤促進策を実施し，公共交通の利⽤者数増加を⽬指して
いきます。 

※1：平成 2６年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 

 
（１）LRT の整備や公共交通網の再構築 

ア IC カード導⼊による利便性向上策の実施 
・ 平成 28 年度は，高齢者外出支援事業等の地域独自のサービスを検討するとともに，ＳｕｉｃａやＰ

ＡＳＭＯ等の全国相互利用カードでも宇都宮地域の公共交通が利用できるシステムの構築を目指し，交

通事業者と協議を実施しました。 

・ 平成 29 年度は，引き続き，片利用の実現に向けた調整を行うとともに，ＬＲＴやバス等の乗継割引

などの地域独自サービス内容について検討を進めています。 

 
イ LRT の整備 
・ 平成 28 年度は，市民説明やＪＲ宇都宮駅東側における軌道詳細設計の実施，都市計画の決定，「軌道

運送高度化実施計画」の認定（軌道事業の特許取得）を受けるなど，各種取組を行うとともに，ＪＲ宇

都宮駅西側における LRT 導入の基礎調査に着手しました。 

・ 平成 29 年度は，関係機関と協議調整を踏まえ，ＪＲ宇都宮駅東側における工事施行認可や都市計画

事業認可等を取得し，用地の取得や軌道工事等の年度内実施を目途に取組を進めています。 

また，LRT 事業に関する正確な情報がより広く行き届くよう，平成 29 年 8 月に設置した常設型情報発

信拠点「交通未来都市うつのみやオープンスクエア」を中心に，引き続き，さまざまな媒体，対象に応

じた情報提供や，市民・企業との協働による広報活動を展開するとともに，沿線地域における用地・工

事に関する説明会の実施など，LRT 事業に関する市民理解の促進を図っています。 

JＲ宇都宮駅西側においては，LRT 整備に向けた課題解決策を整理し，概算事業費を含めた整備概要を

まとめていく予定です。 
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ウ 公共交通等のネットワーク化の強化 
・ 平成 28 年度は，バス路線の充実については，国・県と協調し，生活バス路線に対する補助を行う

とともに，LRT の整備と合わせたバスネットワーク再編に向け，交通事業者と連携して再編案の検討

を進めました。 

地域内交通の運行支援については，郊外部 13 地区のうち 12 地区 13 路線の運行を支援するととも

に，未導入地区等において引き続き地域内交通の導入に向けた地域の取組を支援しました。 

・ 平成 29 年度は，ＬＲＴ導入後の将来の公共交通ネットワークイメージを取りまとめるとともに，

このイメージに基づき，交通事業者等と協議・調整を行いながら具体的なバス路線の再編案の検討を

進めています。 

また，地域内交通について，新たに清原地区南部で運行を開始したほか，本年度末には姿川地区に

おける新規運行や城山地区で全自治会への運行拡大が予定されるなど，地域の取組を積極的に支援し

ています。 

 
（２）⾃転⾞を利⽤しやすいまちづくりの推進 

ア ⾃転⾞を利⽤しやすい空間の確保 
・ 平成 28 年度は，東消防署西側路線他 2路線（約 1.2ｋｍ）の自転車走行空間の整備を実施しました。 

・ 平成 29 年度は，奥州街道他 21 路線（約 21.5ｋｍ）の自転車走行空間の整備を進めています。 

 
イ レンタサイクルの拡充 
・ 平成 28 年度は，JR 岡本駅西口の再整備と併せて，平成 28 年 7 月から新たにレンタサイクル（10 台）

を導入しました。 

・ 平成 29 年度は，自転車利用の利便性向上を図るにあたり，情報通信技術を活用したシステムを導入

している先進自治体や，レンタサイクル事業を展開している企業のシステムについて調査を進めていま

す。 

 
ウ ⾃転⾞活⽤企業の⽀援 
・ 平成 28 年度は，自転車通勤の促進を図るため従業員の意識啓発に係る取組みについて検討し，企業

と意見交換を行いました。 

・ 平成 29 年度は，自転車通勤の促進を図るにあたり，企業の通勤実態と課題を把握し，企業等と連携

した効果的な施策事業を策定するために基礎調査を実施しています。 

 
（３）低炭素化型モビリティの導⼊促進 

ア 蓄電機能を⽣かした電気⾃動⾞等の普及促進 
・ 平成 28 年度は，もったいないフェアや地域イベントなどで電気自動車の展示を行ったほか，エコま

つりで電気自動車を活用した電気供給の実演を行いました。 

・ 平成 29 年度は，新たにメーカーとタイアップした周知啓発活動をもったいないフェアで開始したほ

か，次代の自動車ユーザーである小中学生を対象にした電気自動車に関する環境出前講座を新設し，今

後，小学校等での出前講座を実施していく予定です。 
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イ 電気⾃動⾞等のカーシェアリングの導⼊ 
・ 平成 28 年度は，環境省と連携し，LRT の整備と合わせた LRT 沿線の低炭素化のあり方を検討する「宇

都宮市モデル地域創生プラン」にて電気自動車を含むLRT沿線での端末交通について検討を行いました。 

 ・ 平成 29 年度は，「宇都宮市モデル地域創生プラン」の具体化に向けた「LRT 沿線の低炭素化促進事業」

において，LRT からの端末交通を検討する中で，カーシェアリングの活用も含めた端末交通の低炭素化

策の構築に向けた検討を進めています。 

 

１－３－３ 気候変動への「適応」に関する普及啓発 

指標 「適応」をテーマとした出前講座等の啓発回数 単位 回/年 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 2 4 6 8 10 

実績値 ― ― 3     

進捗状況※2  ― A     

進捗状況の 
評価結果 

気候変動への「適応」に関する啓発⽤パネルや講演資料を新たに作成し，もったいない
フェア，エコテック，エコまつりといったイベント時にパネル展⽰を実施し市⺠への普及啓発を
実施しました。 

※1：平成 2６年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 

 
 
（１）気候変動への「適応」に関する普及啓発 

ア 気候変動への「適応」に対する理解促進に向けた情報発信 
・ 平成 28 年度は，「適応」に関するパネルを新たに作成し，もったいないフェア等でパネル展示による

周知啓発を実施しました。 

・ 平成 29 年度は，これまでのイベントでの周知啓発に加え，環境出前講座のほか，宇都宮大学での講

座，環境大学での講座において「適応」に関する情報提供を行うなど，積極的に周知啓発の機会を拡大

しています。 

 
（２）気候変動による影響の最⼩化に向けた取組の推進 

ア 局地的な集中豪⾬等への対応 
・ 平成 28 年度は，豪雨等の災害被害を最小化するための取組として，市民をはじめ，防災関係機関や

事業者などの参加を得て，水防訓練や土砂災害・全国防災訓練を継続的に取り組んでいるほか，河川改

修や調整池，雨水幹線の整備，雨水貯留施設設置の支援を実施しました。また，必要に応じた道路整備

などを実施しました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，各分野の計画に基づき，各種取組を着実に推進しています。 
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イ 熱中症対策の推進 
・ 平成 28 年度は，既存の健康教育や健康相談等の場を活用し，各課がそれぞれの役割に応じ，それぞ

れの対象者に向けて熱中症予防について普及啓発を実施しました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，既存の健康教育や健康相談等の場を活用し，各課がそれぞれの役割に応じ，

対象者に向けて広く熱中症の注意喚起を行うとともに，熱中症予防について普及啓発を行っています。 

 
ウ デング熱等感染症への対応 
・ 平成 28 年度は，デング熱等への感染機会を低減させるため，市広報紙やポスター，チラシ，市ＨＰ

を活用し，市民に対して蚊の防除知識やデング熱等の感染予防方法について周知を行いました。  

また，医療機関に対し，適宜，デング熱等の最新情報の提供を行いました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，市民への周知や医療機関への情報提供を行っています。また，デング熱等

の発生時に迅速に対応できるよう，関係各課と連携強化を図っています。 
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4.2 廃棄物分野の取組状況                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

2-1-1 発生抑制の推進

2-1-2 再使用の推進

2-2-1 ごみの資源化の推進

2-2-2 公共施設における資源化の推進

2-2-3 地域循環の新たな創出に向けた

施策の推進

2-3-1 適正な処理体制の整備・推進

2-3-2 不法投棄の未然防止，拡大防止

2-1 ごみの発

生抑制の推進

2-2 適正な資

源循環利用の

推進

2-3 最適な処

理・処分の推

進

(1)リユース品の利用促進

(1)市民と連携したごみの発生抑制の推進

(2)事業者と連携したごみの発生抑制の推進

(1)資源化の更なる推進

(2)ごみの資源化に向けた取組の普及促進

(1)下水汚泥などの有効利用

(2)市有施設から発生するエネルギー・再資源物の有効活用

(1)リサイクル製品の利用拡大の促進

(2)地域内での資源循環利用の推進

(1)効率的なごみ収集の推進

(2)適正処理意識の醸成

(3)事業者等に対する指導

(4)効果的・効率的なごみ処理体制の構築

(1)不法投棄多発地点等の継続的な監視

(2)市民，事業者，行政機関との継続した連携

(3)早期発見・早期対応の推進

基本施策の体系
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基本施策２－１ ごみの発⽣抑制の推進                                        
２－１－１ 発⽣抑制の推進 

指標 ごみの総排出量 単位 t/年 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 183,370 182,700 182,000 181,300 180,600

実績値 184,252 182,672 180,118     

進捗状況※2  ― A     

進捗状況の 
評価結果 

発⽣抑制を進めるため２R（発⽣抑制・資源化）を促進するため，家庭系ごみの分
別徹底に向けた継続的な周知啓発や，事業系ごみの適正排出に向けた指導強化などよ
り，ごみの総排出量は減少傾向にあります。 

今後も引き続き，あらゆる機会や場，媒体を活⽤した効果的な周知啓発・指導を図っ
ていきます。 

※1：平成 2６年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 

 
（１）市⺠と連携したごみの発⽣抑制の推進 

ア もったいない⽣ごみ減量化の推進 
・ 平成 28 年度は，自治会等における分別講習会や各種イベントなどにおける食品ロス削減に係る周知

啓発や，スーパー店頭などにおける分別ゲームを活用した発生抑制及び分別徹底に係る普及啓発を実施

しました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，分別講習会等での周知を強化していくとともに，飲食店・小売店などの食

品を取り扱う事業者を対象とした「もったいない残しま１０！運動」協力店の実施など，食べ切り・使

い切りによる「もったいない生ごみ」の発生抑制に取り組んでいます。 

 
イ リサイクル推進委員活動⽀援の推進 
・ 平成 28 年度は，リサイクル推進員の育成のための研修会，・施設見学の実施，情報紙の発行などを実

施しました。また，地域まちづくり組織の環境部会等の活動支援（地区文化祭等への参加）を行いまし

た。 

・ 平成 29 年度も引き続き，研修会・施設見学の実施などによるリサイクル推進員の育成・活動支援に

取り組んでいます。 

  



54 
 

ウ 家庭系ごみの分別強化の推進 
・ 平成 28 年度は，自治会等における分別講習会や各種イベントなどにおける分別徹底に係る周知啓発

を実施したほか，スーパー店頭等における分別ゲームを活用した分別徹底に係る周知を実施しました。

また，不動産管理会社等への分別に係る資料の配布のほか，ごみ分別アプリによる情報提供を実施しま

した。 

・ 平成 29 年度も引き続き，分別講習会等の開催や市の情報が行き届きにくい市民に対する周知強化な

ど，5種 13 分別の徹底強化に取り組んでいます。 

 
（２）事業者と連携したごみの発⽣抑制の推進 

ア もったいない⽣ごみ減量化の推進 
・ 平成 28 年度は，自治会等における分別講習会や各種イベントなどにおける食品ロス削減に係る周知

啓発や，スーパー店頭などにおける分別ゲームを活用した発生抑制及び分別徹底に係る普及啓発を実施

しました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，分別講習会等での周知を強化していくとともに，飲食店・小売店などの食

品を取り扱う事業者を対象とした「もったいない残しま１０！運動」協力店の実施など，食べ切り・使

い切りによる「もったいない生ごみ」の発生抑制に取り組んでいます。 

 
イ 事業系ごみの適正処理の徹底 
・ 平成 28 年度は，大規模事業所への減量等計画書提出の徹底や戸別訪問による指導，廃棄物管理責任

者研修会を実施したほか，中小事業所に対しても戸別訪問指導を実施しました。また，清掃工場におけ

る搬入指導（展開調査）を実施しました。 

・ 平成 29 年度は，事業所への戸別訪問指導や清掃工場における搬入指導（展開調査）を実施するとと

もに，訪問指導時に産業廃棄物の分別徹底や紙類の資源化について指導を強化するなど，事業系ごみ適

正処理の徹底に引き続き取り組んでいきます。また，大規模事業所の対象を見直すことにより，事業系

ごみの適正処理の徹底の更なる周知の拡大に取り組んでいます。 

 
ウ エコショップ等の普及促進 
・ 平成 28 年度は，ホームページ等を通じた認定店の取組紹介などにより，3Ｒ活動の推進を行いました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，認定店と連携しながら市民や事業者の 3Ｒ活動を推進しています。 

 
エ 簡易包装の推進 
・ 平成 28 年度は，エコショップ等認定店などと連携し，過剰包装の抑制に向けた周知啓発を実施しま

した。 

・ 平成 29 年度は，エコショップ等認定制度の推進など事業者による主体的な取組の推進や各種媒体を

通じた簡易包装の推進に係る市民への周知啓発を実施しています。 
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２－１－２ 再使⽤の推進 

指標 布類分別協⼒率 単位 ％ 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 17.4 18.0 18.7 19.3 20.0 

実績値 16.7 16.0 20.5     

進捗状況※2  ― A     

進捗状況の 
評価結果 

家庭系ごみの分別強化推進に向けた継続的な周知啓発などにより，布類のリサイクル
率は向上しています。引き続き，さらなる分別協⼒度及び分別精度の向上のため，周知
啓発の強化に取り組みます。 

※1：平成 2６年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 

 
（１）リユース品の利⽤促進 

ア リユース品の利⽤促進 
・ 平成 28 年度は，リユースショップの紹介や利用方法等に関するリーフレットを作成し，ホームペー

ジ等で周知を実施しました。 

・ 平成 29 年度は，情報提供の強化をはじめ，リユースのニーズが高いターゲット層や品目に着目した

リユース促進のための仕組みづくりに向けて検討を進めています。 

 
イ ⾐類再利⽤の推進 
・ 平成 28 年度は，リユースショップの紹介や利用方法等に関するリーフレットを作成し，ホームペー

ジ等で周知を実施しました。 

・ 平成 29 年度は，情報提供の強化をはじめ，リユースのニーズが高いターゲット層や品目に着目した

リユース促進のための仕組みづくりに向けて検討を進めています。 

 
ウ 粗⼤ごみの再⽣利⽤の推進 
・ 平成 28 年度は，環境学習センターにおいて，利活用可能な粗大ごみの修繕による再生販売を行いま

した。 

・ 平成 29 年度も再生品販売を継続するとともに，福祉部門と連携した再生品提供の仕組みづくりなど，

粗大ごみの再生利用の拡大に向けた検討を進めています。 
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基本施策２－２ 適正な資源循環利⽤の推進                                        
２－２－１ ごみの資源化の推進 

指標 廃棄物系バイオマスの資源化量 単位 t/年 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 300 600 900 1,200 1,500 

実績値 113 126 176     

進捗状況※2  ― C     

進捗状況の 
評価結果 

スーパーマーケットなどの⽣ごみを⼤量に排出する事業者が⺠間施設を活⽤して資源化
する取り組みが進んでいるが市では正確な量を把握できないため，実績値には反映でき
ず，⽬標値を達成できていないものの，剪定枝や廃⾷⽤油について，拠点回収の取組
が定着してきたことなどにより，回収量が増加し，資源化量の着実な拡⼤が図られていま
す。 

今後は，剪定枝の効果的・効率的な回収体制の構築や，⽣ごみを多量に排出してい
る事業者に対する資源化への誘導などにより，廃棄物系バイオマスの資源化量のさらなる
拡⼤を図り，⽬標値の達成を⽬指していきます。 

※1：平成 2６年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 

 
（１）資源化の更なる推進 

ア 剪定枝の資源化推進 
・ 平成 28 年度は，南清掃センターに持ち込まれた剪定枝の一部をチップ化し，市民配布や市有施設敷

設に活用したほか，資源化量の拡大に向けた事業手法について検討を行いました。 

・ 平成 29 年度は，南清掃センターにおける選定枝の通年受付により資源化量の拡大を図るとともに，

剪定枝の効率的な収集・受入体制の整備に向けた検討を行っています。 

 
イ 「プラスチック製容器包装」の資源化の推進 
・ 平成 28 年度は，自治会等における分別講習会や各種イベントなどにおける分別徹底に係る周知啓発

を実施したほか，スーパー店頭等における分別ゲームを活用した分別徹底に係る周知啓発を実施しまし

た。また，不動産管理会社等への分別に係る資料の配布のほか，ごみ分別アプリによる情報提供を実施

しました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，分別講習会等の開催や，市の情報が行き届きにくい市民に対する周知強化

など，5種 13 分別の徹底強化に取り組んでいます。 
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ウ 廃⾷⽤油の資源化推進 
・ 平成 28 年度は，スーパー（26 か所）や市有施設（19 か所）における廃食用油の拠点回収を実施し，

ＢＤＦ製造によるごみ収集車での利用や資源化事業者への売払いを行いました。 

・ 平成 29 年度は，さらなる回収量増加に向け，市民への事業の周知及び効率的回収のための検討を行

っています。 

 
エ 使⽤済⼩型家電の資源化推進 
・ 平成 28 年度は，市有施設（20 か所）における拠点回収を実施するとともに，清掃工場における不燃

ごみからの選別回収の効率化に向けた検討を行いました。 

・ 平成 29 年度は，拠点回収の更なる周知や清掃工場における不燃ごみからの選別回収の拡大，効果的・

効率的な回収体制の検討により，更なる回収量の増加に向けた取組を進めています。 

 
（２）ごみの資源化に向けた取組の普及促進 

ア 市⺠・事業者主体によるごみ資源化の推進 
・ 平成 28 年度は，資源物回収量の拡大に向けた自治会講習会やリサイクル推進員向け情報紙などを通

じた周知啓発を実施しました。また，事業所におけるごみの排出実態を把握するためのアンケートを実

施するなど，資源化の仕組みづくりに向けた情報収集を行いました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，資源物回収量の拡大に向けた周知啓発を行っています。また，市関連施設

から排出された生ごみの資源化について検討するとともに，民間事業者が排出する生ごみの効果的・効

率的な資源化の仕組みづくりについて検討を進めています。 

  さらに，資源物のスーパー等における店頭回収について，実態を把握することでさらなる資源化の検

討を行っています。 

 
イ リサイクル推進員活動⽀援の推進 
・ 平成 28 年度は，リサイクル推進員の育成のための研修会・施設見学の実施，情報紙の発行などを実

施しました。また，地域まちづくり組織の環境部会等の活動支援（地区文化祭等への参加）を行いまし

た。 

・ 平成 29 年度も引き続き，研修会・施設見学の実施などによるリサイクル推進員の育成・活動支援に

取り組んでいます。 

 
ウ 資源物集団回収の推進 
・ 平成 28 年度は，集団回収実施団体に対する報償金を交付した。また，自治会等における分別講習会

やリサイクル推進員向け情報紙などを通じた制度の周知啓発を実施しました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，集団回収活動の活性化に向けた周知啓発を行うとともに，活動を更に推進

するための効果的・効率的な制度の仕組みについて調査・研究を行っています。 
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２－２－２ 公共施設における資源化の推進 

指標 脱⽔汚泥の再資源化率 単位 ％ 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 25.1 25.2 25.5 26.0 26.1 

実績値 24.6 25.3 27.3     

進捗状況※2  ― A     

進捗状況の 
評価結果 

⽔再⽣センターから発⽣する下⽔汚泥については，流域下⽔汚泥処理事業による栃
⽊県下⽔道資源化⼯場（以下「資源化⼯場」という。）での溶融スラグ化からの建設資
材利⽤と，⺠間事業者（セメント・コンポスト）への処分委託により，発⽣汚泥の全量を
有効利⽤する体制を確⽴しました。 

現在，福島第１原⼦⼒発電所の事故による放射性物質の影響を受け，溶融スラグ
による建設資材利⽤ができない状況であり，⺠間事業者の受⼊可能な範囲での有効利
⽤を⾏っています。今後，資源化⼯場における溶融スラグ化以外の有効利⽤検討に協⼒
し，脱⽔汚泥再資源化率の増加に向け取り組んでいきます。 

※1：平成 2６年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 

 
（１）下⽔汚泥などの有効利⽤ 

ア 下⽔汚泥の有効活⽤ 
・ 平成 28 年度は，水再生センターでの下水汚泥を有効利用するため，資源化工場及び民間事業者で処

理を行いました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，水再生センターでの下水汚泥を有効利用するため，資源化工場及び民間事

業者での処理を継続しています。また，資源化工場における溶融スラグ化以外の有効利用検討に協力し，

脱水汚泥再資源化率の増加に向け取り組んでいます。 

 
イ 川⽥⽔再⽣センターの消化ガスの利活⽤ 
・ 平成 28 年度は，「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」（以下「ＦＩＴ」という。）を活用した，

消化ガス発電施設を供用開始し，電力事業者への売電を開始しました。 

・ 平成 29 年度は，消化ガス発電施設を適正に維持管理し，ＦＩＴにより発電した電力を電力事業者に

供給しています。 
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ウ し尿等の下⽔道施設における⼀体処理の推進 
・ 平成 28 年度は，下水道施設において，し尿及び浄化槽汚泥等を一体処理するに当たり，基本条件や

整備計画，財政計画など，基本的事項を明らかにした「生活排水汚泥一体処理基本計画」を平成 28 年 7

月に策定しました。「生活排水汚泥一体処理基本計画」を踏まえ，川田水再生センター敷地内に整備を

行うし尿及び浄化槽汚泥等の受入施設について，施設の構造や事業計画など具体的な整備内容を明らか

にするために「浄化槽汚泥等受入施設基本設計業務」を実施し，平成 29 年 2 月に完了しました。 

・ 平成 29 年度は，「浄化槽汚泥等受入施設基本設計」に基づき，より詳細に施設の構造や事業計画など

を検討しています。 

 
（２）市有施設から発⽣するエネルギー・再資源物の有効活⽤ 

ア 清掃⼯場における熱エネルギーの循環利⽤ 
・ 平成 28 年度は，各焼却処理施設の熱交換器により生産した温水を，近隣の市有施設に供給し，お風

呂や温水プール等の熱源として有効利用しました。また，クリーンパーク茂原で生産した電力について

は，施設内で有効利用すると共に，余剰となった電力を電気事業者に売却しました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，近隣の市有施設に温水を供給し，熱源として有効利用しています。クリー

ンパーク茂原についても廃熱を利用した発電設備で電力を生産し，所内での有効利用と余剰電力の売却

を継続しています。 

 
イ 溶融スラグの資源化の推進 
・ 平成 28 年度は，クリーンパーク茂原において生産した溶融スラグについては，アスファルト合材製

造業者等に積極利用を促進したことで，年間約 1,500 トンを売却し，溶融スラグの有効利用を図りまし

た。 

・ 平成 29 年度も引き続き，クリーンパーク茂原で溶融スラグを生産し，アスファルト合材製造業者等

に売却することにより，溶融スラグの有効利用を進めています。 



60 
 

２－２－３ 地域循環の新たな創⽣に向けた施策の推進 

指標 リサイクル率（ごみの総排出量の内，市処理施設等で資源化された量
と集団回収量の割合。⺠間主体の回収は含まず。） 単位 ％ 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 19.1 
（0.9）

20.0 
（1.8）

20.9 
（2.7） 

21.8 
（3.6）

22.9 
（4.7）

実績値 18.2 17.9 17.3 
（-0.9）     

進捗状況※2  ― C     

進捗状況の 
評価結果 

紙類など資源物の回収量が減少傾向にあり，新聞や雑誌等の発⾏部数の減少やスー
パーマーケット等⼩売店舗の店頭において独⾃に資源物を回収している等の回収ルートの
多様化などの影響が考えられます。 

今後は，店頭回収の現状を調査することなどにより，実態を踏まえながら，市⺠がリサ
イクルに取り組みやすい環境づくりに取り組むとともに，剪定枝や使⽤済⼩型家電の資源
化など，循環利⽤の推進による資源化量の拡⼤を図っていきます。 

※1：平成 2６年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 

 
（１）リサイクル製品の利⽤拡⼤の促進 

ア 地域でのリサイクル製品の利⽤促進 
・ 平成 28 年度は，剪定枝から作ったチップの利用を市民に呼びかけたほか，市施設に剪定枝チップを

敷設することでリサイクル製品の利用拡大を図ったほか，地域単位での生ごみの堆肥化などを推進しま

した。 

・ 平成 29 年度も引き続き，資源循環利用の拡大に向け，地域特性を活用した資源化を推進しています。 

 
イ 事業者のリサイクル製品の利⽤促進 
・ 平成 28 年度は，「宇都宮市エコショップ・エコレストラン」などに対し，再生品や環境ラベル付き商

品の積極的な利活用を促進しました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，エコショップ・エコレストランへの事業所訪問などを通じ，事業者のリサ

イクル製品の利用を促進しています。 
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（２）地域内での資源循環利⽤の推進 
ア 拠点回収事業の拡充 
・ 平成 28 年度は，回収ボックスによる廃食用油や使用済小型家電，インクカートリッジの拠点回収を

実施しました。また，剪定枝の拠点回収と剪定枝チップの無料配布のモデル事業を実施しました。 

・ 平成 29 年度は，回収量の拡大に向けた周知啓発を強化していくほか，新たな拠点回収品目の拡大や

さらなる回収量拡大に向け，市民の利便性向上及び効率的回収のための回収拠点の増設について検討を

行っています。 

 
イ 新たな資源循環利⽤の推進 
・ 平成 28 年度は，新たな資源循環利用の仕組みづくりに向け，先進自治体や資源化事業者からの情報

収集を実施しました。 

・ 平成 29 年度は，焼却ごみや不燃ごみに含まれる資源物の割合などを把握するための組成分析調査を

実施し，調査結果を踏まえながら地域や資源の特性に応じた循環利用の仕組みづくりについて調査・研

究を行っています。 

 
ウ 太陽光発電パネルのリサイクルへの対応の検討 
・ 平成 28 年度は，国等が進める太陽光発電パネルのリサイクル技術開発に関する情報収集を進めるな

ど，対応策の検討に向けた準備を進めました。 

   ・ 平成 29 年度は，固定価格買取制度の改正に伴い，事業終了後の太陽光パネルの撤去・処分計画策定

が事業の要件となったため，太陽光発電事業者への制度の周知啓発を行っています。 

 
基本施策２－３ 最適な処理・処分の推進                                        
２－３－１ 適正な処理体制の整備・推進 

指標 多量排出事業者に対する指導割合 単位 ％ 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 

実績値 50.0 39.0 40.0     

進捗状況※2  ― A     

進捗状況の 
評価結果 

減量等計画書に基づく⼤規模事業所に対する個別訪問指導や，廃棄物管理責任者
研修会の実施などにより，事業系ごみの適正処理の徹底が着実に図られています。今後
も継続した取組を実施していきます。 

※1：平成 2６年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 
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（１）効率的なごみ収集の推進 
ア 今後の社会環境の変化に対応した効率的・効果的なごみの収集運搬のあり⽅の検討 
・ 平成 28 年度は，ごみステーションにごみを排出することが困難な高齢者や障がい者に対する戸別収

集である「ふれあい収集」の実施を継続しました。 

・ 平成 29 年度は，今後の社会環境の変化やごみの排出実態に対応した効果的・効率的なごみの収集運

搬のあり方について検討を行っています。 

 
イ ごみステーションの維持管理への⽀援 
・ 平成 28 年度は，ごみ排出に関する苦情への迅速な対応や適正排出指導のほか，ごみステーションの

適正な維持管理や美化への支援を行いました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，自治会や集合住宅管理者等及び，収集委託業者との連携によるごみステー

ションの適正な維持管理を行っています。 

 
（２）適正処理意識の醸成 

ア ごみのないきれいなまちづくり事業の実施 
・ 平成 28 年度は，条例指導員による美化推進重点地区内の巡回指導や庁内関係課，警察及び地元商店

街と連携した夜間巡回指導を実施。路面標示や看板設置，大型映像装置，イベント等を活用した条例の

周知啓発を実施しました。また，土地，建物の適正管理指導にあたっては，関係機関等と連携しながら

指導を実施しました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，美化推進重点地区内における条例指導員による巡回指導や地元商店街等と

連携した夜間巡回指導をはじめ，路面標示や看板，大型映像装置，イベント等を活用した条例の周知啓

発，管理されていない土地・建物（ごみ屋敷）等の適正管理指導を定期的に実施しています。 

 
イ 適正処理の意識醸成に関する啓発事業の実施 
・ 平成 28 年度は，「もったいないフェア」等においてパネル展を実施するとともに，希望のあった地域

に対し出前講座を開催し，廃棄物の適正処理意識の啓発を行いました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，平成 28 年度と同様の事業を継続して実施しています。 

 
ウ 適正な収集運搬体制の維持 
・ 平成 28 年度は，作業効率や安全性，衛生面等を考慮した適正な収集運搬体制の維持に取り組みまし

た。 

・ 平成 29 年度も引き続き，作業効率や安全性，衛生面等を考慮した適正な収集運搬体制を継続しています。 

 
（３）事業者等に対する指導 

ア 廃棄物中間処理施設・最終処分場・事業所への⽴⼊調査の実施 
・ 平成 28 年度は，産業廃棄物及び一般廃棄物の処理業者に立入検査を行うとともに，必要に応じ，事

業者指導することで廃棄物の適正処理を推進しました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，平成 28 年度と同様の事業を継続して実施しています。 
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イ 解体現場への⽴⼊調査の実施 
・ 平成 28 年度は，建設リサイクル法に基づく届出を確認し，建設廃棄物の排出場所を把握するととも

に，庁内関係課と合同で立入検査を実施し適正処理の指導を行いました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，平成 28 年度と同様の事業を継続して実施しています。 

 
（４）効果的・効率的なごみ処理体制の構築 

ア 廃棄物分野における災害対応策の検討 
・ 平成 28 年度は，災害種別に応じた仮置場候補地の確保や収集運搬等に係る事業者との協力体制の構

築，各種災害に対応するための手順などを明記した「宇都宮市災害廃棄物処理対応マニュアル」を平成

29 年 3 月に策定しました。 

・ 平成 29 年度は，災害発生時に迅速かつ円滑に対応できるよう「宇都宮市災害廃棄物処理対応マニュ

アル」に基づく図上訓練を実施するとともに，マニュアルの実効性についても継続して検証を進めてい

ます。 

 
イ 中間処理施設の整備 
・ 平成 28 年度は，「宇都宮市ごみ焼却施設整備基本計画」等に基づき，計画的に整備を進めました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，同計画等に基づき，計画的な整備を推進しています。 

 宇都宮市ごみ焼却施設整備基本計画（H25） 

 生活環境影響調査（H25～H27） 

 北清掃センター解体工事（H27～H28） 

 新中間処理施設（仮称）新北清掃センター建設工事（実施設計含む）（H28～H31） 

 
ウ 最終処分場の整備 
・ 平成 28 年度は，「宇都宮市新最終処分場（仮称）第２エコパーク整備基本計画」等に基づき，計画的

に整備を進めました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，同計画等に基づき，計画的な整備を推進しています。 

 宇都宮市新最終処分場（仮称）第２エコパーク整備基本計画（H27） 

 環境影響評価（H26～H28） 

 新最終処分場（仮称）第２エコパーク取付道路築造工事（H28～H29） 

 新最終処分場（仮称）第２エコパーク建設工事（実施設計含む）（H28～H31） 

 

  



64 
 

２－３－２ 不法投棄の未然防⽌，拡⼤防⽌ 

指標 不法投棄発⽣件数 単位 件 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 342 319 296 273 250 

実績値 420 366 323     

進捗状況※2  ― A     

進捗状況の 
評価結果 

各事業の取組効果により，不法投棄発⽣件数は⽬標達成に向け順調に減少しまし
た。引き続き，着実に各事業を推進していきます。 

※1：平成 2６年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 

 
（１）不法投棄多発地点等の継続的な監視 

ア 不法投棄監視パトロールの実施 
・ 平成 28 年度は，不法投棄多発地点を中心に市内全域において，廃棄物指導嘱託員による監視パトロ

ールを実施するとともに，行為者が判明した場合は撤去指導等を行いました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，平成 28 年度と同様の事業を継続して実施しています。 

 
イ 監視カメラによる不法投棄監視の実施 
・ 平成 28 年度は，不法投棄多発地点に監視カメラ 25 台を設置し，不法投棄の監視を行いました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，平成 28 年度と同様に不法投棄の監視事業を継続して実施しています。 

 
（２）市⺠，事業者，⾏政機関との継続した連携 

ア 宇都宮市不法投棄未然防⽌連絡協議会の運営 
・ 平成 28 年度は，住民代表，事業者，関係行政機関で不法投棄に関し情報共有を図るとともに，相互

の連絡体制を確立し迅速・的確な対応を図りました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，平成 28 年度と同様の事業を継続して実施しています。 

 
イ 地域住⺠による不法投棄監視活動の推進 
・ 平成 28 年度は，各地域の防犯パトロールにおいて発見された不法投棄事案について，投棄物の撤去

支援などを実施しました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，平成 28 年度と同様の事業を継続して実施しています。 

 
（３）早期発⾒・早期対応の推進 

ア 不法投棄対応マニュアルに基づく早期対応・早期撤去の実施 
・ 平成 28 年度は，「不法投棄対応マニュアル」に基づき，投棄物を速やかに回収・処分し不法投棄の拡

大防止を図りました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，平成 28 年度と同様の事業を継続して実施しています。 
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イ ⼟地の所有者等への不法投棄物の撤去指導 
・ 平成 28 年度は，新規事業として，土地の適正管理に係る周知啓発を，第３次宇都宮市不法投棄未然

防止推進計画に位置付けました。 

・ 平成 29 年度は，通報等に基づく現地調査を実施し，土地の所有者等に対して適正管理の指導を行う

とともに，自治会回覧等を通じた周知啓発についても実施しています。 
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4.3 ⾃然環境の取組状況                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

3-1-2 生きものとその生息・生育環境

の保全の推進

3-2-1 農地や森林の多面的機能の維持

向上

3-2-2 都市の緑の保全と創出

3-2-3 水資源の確保

3-2-4 河川環境の保全と創出

3-3-1 土地機能の維持や活用の推進

3-3-2 良好な景観の保全・創出

3-1-1 生物多様性保全に関する意識の

醸成
3-1 生物多様

性の保全

3-2 緑・水環

境の保全と創

出

3-3 まちづく

りと自然との

つながりの確

保

(1)生物多様性の理解に向けた周知啓発

(2)自然とふれあえる環境づくりの推進

(1)動植物の生息・生育環境の保全

(2)まちづくりに合わせた自然環境の保全の推進

(3)自然環境に配慮した暮らしの推進

(1)地域の特性を活かしたバイオマスの有効活用

(2)農地や里山樹林地の保全と活用

(3)環境にやさしい農林業の促進

(1)市民主体の緑化運動の促進

(2)都市拠点における緑化推進

(3)緑と憩いの拠点づくり

(1)水を大切にする意識の醸成

(2)既存水源等の保持

(3)水の適正かつ有効な循環の促進

(1)水辺に親しめる空間の創出

(2)治水対策・河川機能の保全

(1)耕作放棄地や住宅跡地などの適正管理・有効活用の促進

(2)自然環境における気候変動への適応策の推進

(1)歴史的・文化的景観の整備と活用

(2)景観形成の総合的な推進

基本施策の体系
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基本施策３－１ ⽣物多様性の保全                                            
３－１－１ ⽣物多様性保全に関する意識の醸成 

指標 ⽣物多様性保全の意識を持った⾃然ふれあい活動の体験者数 単位 ⼈ 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 4,800 6,000 7,200 8,400 9,600 

実績値 1,997 2,873 4,328     

進捗状況※2  ― A     

進捗状況の 
評価結果 

平成２８年度は，「うつのみや⽣きものつながりプラン」に基づき，パネル展の拡⼤や環
境学習センターが実施した環境学習講座などのほか，市が実施している⾃然ふれあい活
動やイベント等の機会においても⽣物多様性の周知啓発に取り組み，前年度を上回る体
験者数を確保しました。今後も，あらゆる機会を捉え，周知啓発活動を実施していきま
す。 

※1：平成 2６年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 

 
（１）⽣物多様性の理解に向けた周知啓発 

ア 環境学習センター等における環境学習機会の提供 
・ 平成 28 年度は，生物多様性に係る講座内容を充実する他，新たな講座を実施するとともに，宇都宮

市の自然に関する展示物の強化を図りました。 

・ 平成 29 年度は，環境学習センター等において，新たな講座の企画や，引き続き既存の講座内容を工

夫することにより生物多様性分野の講座の充実を進めています。こどもエコクラブは「環境未来館こど

もエコクラブ」と名称を変更し，引き続き，ネイチャーゲームやカブトムシの飼育等を実施するなど，

活動内容の充実を進めています。 

 
イ ⽣物多様性に係る出前講座の実施 
・ 平成 28 年度は，平成 29 年度からの本格実施に向け，出前講座教材を作成し，小学校１校（85 名）に

おいて出前講座を試行的に実施しました。 

・ 平成 29 年度は，本格的に募集を開始し，現在までに，のべ 8校（260 名）で出前講座を実施していま

す（9/20 現在）。当初は小学校高学年以上を対象としたカリキュラムを組みましたが，小学校低学年以

下を対象とした講座のニーズが予想以上に多かったことから，小学校低学年以下を対象とした講座も実

施しています。 
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（２）⾃然とふれあえる環境づくりの推進 
ア ⾃然にふれあう機会の確保，提供 
・ 平成 28 年度は，もったいないフェア 2016 やエコまつり 2017 においてネイチャーゲームを実施しま

した。 

・ 平成 29 年度は，「うつのみや生きものつながりプラン」の指標である「生物多様性保全の意識を持っ

た自然ふれあい活動の体験者数」の目標達成のため，引き続き，生物多様性保全について周知啓発を図

るとともに，環境学習センター等と連携し，もったいないフェア等の環境関連イベントにおいて自然に

親しむ機会を提供しています。 

 
イ 市の広報媒体を活⽤した情報発信 
・ 平成 28 年度は，市広報紙や市ホームページの他，自治会回覧を活用した周知啓発を実施しました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，市広報紙や市ホームページでの周知啓発を実施していくとともに，自治会

回覧の活用や他分野と連携した周知啓発の検討を進めています。 

 
３－１－２ ⽣きものとその⽣息・⽣育環境の保全の推進 

指標 外来種の影響に関する認知度 単位 ％ 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 60.0 65.0 70.0 75.0 80.0 

実績値 ― ― 66.5     

進捗状況※2  ― A     

進捗状況の 
評価結果 

外来種が及ぼす影響については，⼈への健康被害など，市⺠にとって⾝近な問題であ
るという認識が強いこと，そしてメディアでも取り上げられる機会が多くあることから，⾼⽔準
な評価結果となりました。 
今後とも，現在実施している⾃然環境パネル展に併せ，外来種に関するパネルの展⽰
や，オリオンスクエアの⼤型映像装置を活⽤した情報放映，さらには栃⽊県⽴博物館等と
連携し，パネル展に併せた外来種の標本や写真の展⽰などにより，視覚的な効果を⾼め
ることで，外来種の影響に関する認知度の向上を図っていきます。 

※1：平成 2６年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 
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（１）動植物の⽣息・⽣育環境の保全 
ア 外来種に関する周知啓発 
・ 平成 28 年度は，外来種対策の啓発パネルを用いたパネル展示を，各地区市民センターや宮カフェなど

23 会場で実施しました。また，作成したパンフレットにおいて外来種に関する内容を追加しました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，パネル展示の他，栃木県立博物館等と連携し，外来種の標本や写真を展示

し，視覚的な効果を高めていく取組を進めています。新たに作成するパンフレットにおいて，外来種対

策に係る内容の充実を図っています。 

 
イ ⽣きものの⽣息・⽣育環境の保全 
・ 平成 28 年度は，生息・生育環境を含めた生きものを対象として，生物多様性の保全に取り組むとと

もに，貴重な生物多様性の恵みを将来にわたり引き継いでいく事業として，自然環境保全対策に関する

アドバイザー会議の開催，自然環境保全地域等の監視活動や自然環境保全団体等への活動支援等を実施

しました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，アドバイザー会議の場を提供していくとともに，自然環境保全地域等の監

視活動や自然環境保全団体等への活動支援等について実施しています。 

 
ウ ⾃然環境保全地区等の巡視 
・ 平成 28 年度は，自然環境保全地域（鬼怒川中流域），緑地環境保全地域（羽黒山，長岡），重要配慮

地域（鶴田沼周辺他 11 か所）について，定期的に監視活動を実施しました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，自然環境保全地域，緑地環境保全地域，重要配慮地域について，定期的に

監視活動を実施しています。 

 
エ 天然記念物の保全 
・ 平成 28 年度は，樹勢回復が必要な天然記念物について，補助金を交付して支援を行いました。市所

有の天然記念物に関しては，定期的な剪定を行い，樹勢の維持管理を行いました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，平成 28 年度と同様の取組を継続的に実施しています。 

 
（２）まちづくりに合わせた⾃然環境の保全の推進 

ア ⽣物多様性保全事業の情報共有 
・ 平成 28 年度は，栃木県との連携により，生物多様性とちぎ戦略の「人，地域，企業，団体等の協働

推進プロジェクト」により保全活動の機会の掘り起こしを行うことで，ネットワークの構築を図りまし

た。 

・ 平成 29 年度も引き続き，今後も栃木県との連携により，生物多様性とちぎ戦略の「人，地域，企業，

団体等の協働推進プロジェクト」により保全活動の機会の掘り起こしを行うことで，ネットワークの構

築を図っていくとともに，効果的・効率的な情報共有手法を検討しています。 
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イ まちづくりと合わせた河川・緑地等の⼀体的な保全と活⽤ 
・ 平成 28 年度は，河川敷の除草や清掃のほか，地域特性に応じた環境保全活動に自主的に取り組んで

いる宇都宮市河川愛護会に所属する 54 の河川愛護グループに対して，清掃消耗品などの支援を実施し

ました。 

市街化調整区域の合理的な土地利用等を示す「市街化調整区域の整備及び保全の方針」の改定を進め

る中で，地域別市民説明会を実施するなど，地域の意見を伺いながら，各地域の地域特性に応じた土地

利用方針を検討し，平成 28 年度末に素案を作成しました。   

戸祭山緑地（斎場跡地）について，旧斎場建設以前の良好な樹林地を復元させ，既存戸祭山緑地と一

体的な樹林地の保全・活用を図るため，トイレ・駐車場といった便益・休養施設や園路などを整備しま

した。 

鶴田沼緑地について，市街化区域に残された貴重な自然環境を保全し，市民が身近に自然とふれあう

場として活用していくため，用地取得を進めました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，宇都宮市河川愛護会を支援することにより，河川周辺の緑地を含めた健全

な水辺環境の維持を行っています。 

市街化調整区域の土地利用方針は，市民説明等を実施しながら，平成 29 年度末に「市街化調整区域

の整備及び保全の方針」を改定し，地域特性に応じた土地利用を推進してまいります。 

前年度末に供用開始した戸祭山緑地（斎場跡地）について，自然環境を生かした体験学習活動など，

樹林地の活用について市民へ周知しています。 

鶴田沼緑地は，第 1期整備の着実な推進に向けて（事業期間：平成 33 年度まで），計画的な用地取得

や緑地整備を進めています。 

 
ウ 地域の再⽣可能エネルギー等を活⽤した環境負荷の低減とまちの活性化 
 ・ 平成 28 年度は，環境省と本市が連携し，LRT の整備と合わせた LRT 沿線の低炭素化のあり方を検討す

る「宇都宮市モデル地域創生プラン」の策定を行いました。 

 ・ 平成 29 年度は，「宇都宮市モデル地域創生プラン」の具体化に向けた「LRT 沿線の低炭素化促進事業」

において，「地域電力（自治体新電力）」のスキームを活用した地域の低炭素化・地域活性化策の構築に

向けた検討を進めています。 

 
エ ⾥⼭・樹林地の管理・育成につながる連携強化 
・ 平成 28 年度は，公有地化した戸祭山・鶴田沼・上戸祭緑地などの管理について，栃木県立博物館や

公益財団法人グリーントラストうつのみやなどと連携し，緑地保全活動や緑の普及啓発事業に努めまし

た。市内の自然環境保全活動団体の情報について，栃木県と連携し，生物多様性とちぎ戦略の「人，地

域，企業，団体等の協働推進プロジェクト」事業に基づき，栃木県ＨＰを通じた情報発信により，活動

主体間のマッチングを図りました。 

・ 平成 29 年度は，前年度に，戸祭山緑地に生息するトウキョウサンショウウオの主な産卵場所となっ

ている西池の土留柵を，栃木県立博物館監修のもと改修工事を行っており，今後も引き続き関係機関等

との連携を確保しています。 

また，栃木県等と連携を図りながら，市民団体等とのネットワーク構築手法について検討しています。 

引き続き，栃木県と連携し，生物多様性とちぎ戦略の「人，地域，企業，団体等の協働推進プロジェ

クト」により保全活動団体の掘り起こしを行い，情報発信することによりネットワークの構築を進めて

います。 
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オ ⾃然環境保全対策に関するアドバイザー会議の開催 
・ 平成 28 年度は，事業課の要望をもとに，年３回実施しました。 

・ 平成 29 年度も各事業の進捗を注視しつつ，円滑に会議を運営しています。 
 
（３）⾃然環境に配慮した暮らしの推進 

ア ⾃然共⽣圏の形成に向けた調査・検討 
・ 平成 28 年度は，生態系サービスについての理解を深めるため，周知啓発を実施しました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，生態系サービスについての理解を深めるため，周知啓発を実施しています。 

 
イ リユース品の利⽤促進 
・ 平成 28 年度は，リユースショップの紹介や利用方法等に関するリーフレットを作成し，ホームペー

ジ等で周知を実施しました。 

・ 平成 29 年度は，情報提供の強化をはじめ，リユースのニーズが高いターゲット層や品目に着目した

リユース促進のための仕組みづくりに向けて検討を行っています。 

 
ウ 地産地消の推進 
・ 平成 28 年度は，「採れたて うつのみや まるかじりキャンペーン」の実施や，飲食店等での地産地消

フェアの開催など，消費者の購買意欲を高めるとともに地産地消の浸透を図り，地場農産物の消費拡大

に向けての取組を行いました。さらに，「地場農産物・販売店等マッチング事業」を開始し，「宇都宮ブ

リッツェン米」など，新たな取組につなげました。また，「うつのみやはじめてごはん事業」・「げんき

にごはん事業」を実施し，宇都宮産米の消費拡大の取組を強化しました。 

・ 平成 29 年度は，地産地消の拠点である，地産地消推進店を活用し，デスティネーションキャンペー

ンにつながるよう宿泊施設での「地産地消朝食フェア」を開催したほか，直売所や量販店での「採れた

て うつのみや まるかじりキャンペーン」，マッチング事業による地場農産物の新たな活用などにより，

地産地消の普及啓発と地場農産物の消費拡大を図っています。 

 
エ 地域特性を活⽤したエコツーリズム等の検討・実施 
・ 平成 28 年度は，都市と農村の交流促進のため，生き物観察や農作業体験などのふれあい交流事業を

実施する団体を支援するため，補助金を支出しました。ろまんちっく村において指定管理者が主体とな

り，施設内に生息する生き物観察などを実施しました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，都市と農村の交流促進や地域活性化を図るため，事業を実施する団体への

支援を継続しています。指定管理者等と連携しながら，事業内容の充実を図っています。 

 
オ 地域でのリサイクル製品の利⽤促進 
・ 平成 28 年度は，地域内での資源循環利用に向け，剪定枝の資源化や地域単位での生ごみの堆肥化な

どを推進しました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，資源循環利用の拡大に向け，地域特性を活用した資源化を推進しています。 
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基本施策３－２ 緑・⽔環境の保全と創出                                        
３－２－１ 農地や森林の多⾯的機能の維持向上 

指標 市内農地における環境保全活動カバー率 単位 ％ 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 39.0 44.2 49.5 54.7 60.0 

実績値 28.6 37.8 40.7     

進捗状況※2  ― A     

進捗状況の 
評価結果 

平成２８年度に新たに７地区の活動組織が認定となり，保全活動を実施したこと
で，着実に環境保全活動カバー率が増加しました。 
今後も継続して環境保全活動カバー率の増加に向けた取組を推進していきます。 

※1：平成 2６年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 

 
（１）地域の特性を活かしたバイオマスの有効活⽤ 

ア 農林資源を活⽤したバイオマスの推進 
・ 平成 28 年度は，バイオマス利活用推進に係る学識者からの専門的な意見聴取（1 回）を行いました。 

・ 平成 29 年度は，平成 30 年度でバイオマスタウン構想が終了となることから，これまでの取り組みを

踏まえ，農林業系バイオマスの今後のあり方について検討しています。 

 
  イ 地域の再⽣可能エネルギー等を活⽤した環境負荷の低減とまちの活性化 

 ・ 平成 28 年度は，環境省と本市が連携し，LRT の整備と合わせた LRT 沿線の低炭素化のあり方を検討す

る「宇都宮市モデル地域創生プラン」の策定を行いました。 

 ・ 平成 29 年度は，「宇都宮市モデル地域創生プラン」の具体化に向けた「LRT 沿線の低炭素化促進事業」

において，「地域電力（自治体新電力）」のスキームを活用した地域の低炭素化・地域活性化策の構築に

向けた検討を進めています。 

 
（２）農地や⾥⼭樹林地の保全と活⽤ 

ア 郊外の⼭地や丘陵地などの森林の管理・保全 
・ 平成 28 年度は，市有林の下刈・皆伐などの森林整備を実施しました。（整備面積 3.47ha.）また，宇

都宮市森林組合が実施する下刈・間伐などの民有林整備に要する経費の一部を補助しました。 

・ 平成 29 年度は，森林の持つ公益的機能を維持するため，市森林整備計画に基づき市有林において間

伐など適正な森林施業に取り組むほか，宇都宮市森林組合が実施する下刈や間伐など民有林の整備に要

する経費の一部を継続して支援しています。 
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イ 優良農地の確保・保全 
・ 平成 28 年度は，農用地区域内の農地は原則として農業上の利用に供する土地であることから，農用

地区域における無秩序な開発を抑制，農業振興地域整備計画に一部変更が生じる場合には，「農業振興

地域の整備に関する法律」第 13 条第 2 項に規定される５要件の審査を行うことで，農業振興地域整備

計画の適正管理を図りました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，平成 28 年度と同様の取組を継続して実施しています。 

 
ウ 森林施業の推進 
・ 平成 28 年度は，市有林の下刈・皆伐などの森林整備を実施しました。（整備面積 3.47ha.）また，宇

都宮市森林組合が実施する下刈・間伐などの民有林整備に要する経費の一部を補助しました。 

・ 平成 29 年度は，森林の持つ公益的機能を維持するため，市森林整備計画に基づき市有林において間

伐など適正な森林施業に取り組むほか，宇都宮市森林組合が実施する下刈や間伐など民有林の整備に要

する経費の一部を継続して支援しています。 

 
エ 農地・農業⽤⽔等の保全の推進 
・ 平成 28 年度は，草刈や水路のどろ掃除など水路の維持管理活動を行う地域の認定組織に対し，多面

的機能支払交付金事業を活用し活動費の一部を支援する取組を実施しました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，多面的機能支払交付金事業を実施するなど，地域で活動する認定組織の支

援を推進しています。 

 
オ 遊休農地等の有効利⽤の促進 
・ 平成 28 年度は，市内の遊休農地等の有効利用を促進するため，水田活用拡大事業により不作付地に

作付した農家に対し交付金を支出するなどの支援を行いました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，水田活用拡大事業を実施するなど，遊休農地等の有効利用の促進に向けた

取組を実施しています。 

 
（３）環境にやさしい農林業の促進 
  ア 農村の⾃然環境・景観の保全 

・ 平成 28 年度は，農業者に限らず地域全体で農地等を維持するための共同活動を行う組織立上げを促

進し，その組織が行う活動を支援しました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，地域全体で農地等を維持・保全するための共同活動を支援しています。 

 
  イ 環境にやさしい営農活動の普及促進 

・ 平成 28 年度は，地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む農業者に対して，

当該営農活動の実施に伴う追加的なコストの支援を行いました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，環境にやさしい営農活動に取り組む農業者に対し，必要な支援を行ってい

ます。 

  
  ウ 省エネ技術等の導⼊促進 

・ 平成 28 年度は，省エネルギー化や廃棄物の発生抑制につながる機械・設備等の導入を支援しました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，省エネルギー化や廃棄物の発生抑制につながる機械・設備等の導入を支援

しています。 
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  エ 地産地消の推進 
・ 平成 28 年度は，「採れたて うつのみや まるかじりキャンペーン」の実施や，飲食店等での地産地消

フェアの開催など，消費者の購買意欲を高めるとともに地産地消の浸透を図り，地場農産物の消費拡大

につなげる取組を行いました。さらに，「地場農産物・販売店等マッチング事業」を開始し，「宇都宮ブ

リッツェン米」など，新たな取組を行いました。また，「うつのみやはじめてごはん事業」・「げんきに

ごはん事業」を実施し，宇都宮産米の消費拡大の取組を強化しました。 

・ 平成 29 年度は，地産地消の拠点である，地産地消推進店を活用し，デスティネーションキャンペー

ンにつながるよう宿泊施設での「地産地消朝食フェア」を開催したほか，直売所や量販店での「採れた

て うつのみや まるかじりキャンペーン」，マッチング事業による地場農産物の新たな活用などにより，

地産地消の普及啓発と地場農産物の消費拡大を図っています。 

 
３－２－２ 都市の緑の保全と創出 

指標 市⺠⼀⼈当たりの都市公園⾯積 単位 ㎡/⼈ 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H34 

参考値  ― 10.99 11.32 11.65 11.98 13.00 

実績値 10.66 10.68 10.73     

進捗状況※2  ― A     

進捗状況の 
評価結果 

⼾祭⼭緑地の整備による緑地の拡張や⼟地区画整理事業区域内における公園整
備，さらには，⺠間の開発⾏為に伴う公園の帰属により，都市公園⾯積は増加していま
す。引き続き，⽬標達成に向けて継続した取組を推進してきます。 

※1：平成 2６年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 

 
（１）市⺠主体の緑化運動の促進 

ア ⾥⼭・樹林地の管理・育成につながる産学官の連携強化 
・ 平成 28 年度は，公有地化した戸祭山・鶴田沼・上戸祭緑地などの管理について，栃木県立博物館や

公益財団法人グリーントラストうつのみやなどと連携し，緑地保全活動や緑の普及啓発事業に努めまし

た。市内の自然環境保全活動団体の情報について，栃木県と連携し，生物多様性とちぎ戦略の「人，地

域，企業，団体等の協働推進プロジェクト」事業に基づき，栃木県ＨＰを通じた情報発信により，活動

主体間のマッチングを図りました。 

・ 平成 29 年度は，前年度に，戸祭山緑地に生息するトウキョウサンショウウオの主な産卵場所となっ

ている西池の土留柵を，栃木県立博物館監修のもと改修工事を行っており，今後も引き続き関係機関等

との連携を確保しています。また，栃木県等と連携を図りながら，市民団体等とのネットワーク構築手

法について検討しています。 

引き続き，栃木県との連携し，生物多様性とちぎ戦略の「人，地域，企業，団体等の協働推進プロジ

ェクト」により保全活動団体の掘り起こしを行い，情報発信することによりネットワークの構築を図っ

ています。 
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（２）都市拠点における緑化推進 
ア 中⼼市街地の緑化推進 
・ 平成 28 年度は，市街地において潤いや安らぎを得られる緑空間を創出し，都市緑化に対する市民意

識の高揚を図るため，ストリート緑化事業として，「まちなかハンギングバスケット大作戦」を実施し

ました。また，中心市街地に一層の緑空間を創出することを目的として，シンボルロード沿いにまちな

か花壇を２か所新設しました。 

・ 平成 29 年度は，現在実施しているまちなかハンギングバスケット大作戦に加え，まちなか花壇を１

か所増設しています。 

 
イ ⾃然にふれあう機会の確保，提供 
・ 平成 28年度は，もったいないフェア2016やエコまつり2017においてネイチャーゲームを実施しました。 

・ 平成 29 年度は，引き続き，幅広い世代を対象に身近な自然とふれあう機会を数多く提供するため，

生物多様性保全について周知啓発を図るとともに，環境学習センター等と連携し，もったいないフェア

等の環境関連イベントにおいて自然に親しむ機会を提供しています。 

 
ウ 市街地の農地等の保全・活⽤ 
・ 平成 28 年度は，宇都宮市都市農地のあり方検討協議会において，都市農地の実態把握や活用方策の

検討などについて調査を実施しました。 

・ 平成 29 年度は，宇都宮市都市農地のあり方検討協議会において，平成 27 年度・平成 28 年度の調査

結果の実現性の検証と実現のための条件や課題の整理について，継続調査として実施しています。 

 
エ 都市緑地の保全・活⽤ 
・ 平成 28 年度は，戸祭山緑地（斎場跡地）について，旧斎場建設以前の良好な樹林地を復元させ，既

存戸祭山緑地と一体的な樹林地の保全・活用を図るため，トイレ・駐車場といった便益・休養施設や園

路などを整備しました。鶴田沼緑地について，市街化区域に残された貴重な自然環境を保全し，市民が

身近に自然とふれあう場として活用していくため，用地取得を行いました。 

・ 平成 29 年度は，前年度末に供用開始した戸祭山緑地（斎場跡地）について，自然環境を生かした体

験学習活動など，樹林地の活用について市民へ周知しています。鶴田沼緑地は，第１期整備の着実な推

進に向けて（事業期間：平成 33 年度まで），計画的な用地取得や緑地整備を進めています。 

 
（３）緑と憩いの拠点づくり 

ア ⾝近な⽣活圏の公園整備 
・ 平成 28 年度は，土地区画整理事業地内の公園について，地元自治会を対象にワークショップを開催

し，地域ニーズに対応した個性ある公園整備を行いました。 

・ 平成 29 年度は，土地区画整理事業の進捗に合わせ，住民ニーズに応え，安全性の確保及び利用促進

を図りながら，公園整備を行っていきます。 

 
イ 拠点公園の整備・活⽤ 
・ 平成 28 年度は，水上公園の再整備に向け，整備内容についての検討を行いました。 

・ 平成 29 年度は，地域住民を対象にアンケートを実施し，市民ニーズを反映させた水上公園再整備計

画案を作成して，庁内合意形成を図りました。次年度以降の早期着工を目指していきます。 
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３－２－３ ⽔資源の確保 

指標 ⾬⽔貯留設備の補助件数 単位 ㎡/⼈ 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 655 1,000    

実績値 311 487 624     

進捗状況※2  ― A     

進捗状況の 
評価結果 

市広報紙や局広報紙における補助制度周知記事の掲載やイベントへの出展，連合⾃治
会等における説明会を実施することにより，平成２８年度⼀年間で 137 基が設置されま
した。 
引き続き，⽬標達成に向けて継続した取組を推進してきます。 

※1：平成 2６年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 

 
（１）⽔を⼤切にする意識の醸成 

ア ⽔循環に関する教育の推進 
・ 平成 28 年度は，市内全小学 4年生に副読本を配布したほか，応募があった市内小学校 35 校において

「上下水道お届けセミナー」を実施しました。 

・ 平成 29 年度は，昨年と同様に取組を実施していくほか，新たに「上下水道サマーセミナー」の実施

等，水循環に関する教育の推進を図っています。 

 
イ 上下⽔道に関する普及啓発 
・ 平成 28 年度は，広報紙を 6回（4月，6月，9月，10 月，12 月，3月）にわたり発行しました。また，

「フェスタｍｙうつのみや」及び「うつのみや食育フェア」へ参加し，広報紙やパンフレット，普及啓

発用グッズを配布したほか，「上下水道施設１日開放」，「上下水道探検ツアー」，「下水道いろいろコン

クール」を実施しました。 

・ 平成 29 年度は，広報紙は 4回（6月，9月，12 月，3月）にわたり発行しています。 

また，引き続き「フェスタｍｙうつのみや」及び「うつのみや食育フェア」への参加，「上下水道探

検ツアー」，「下水道いろいろコンクール」を実施し，今年度から新たに「上下水道サマーセミナー」，「水

のフォトコンテスト」を実施しています。 

 
（２）既存⽔源等の保持 

ア ⽔質保全に関する要望活動の実施 
・ 平成 28 年度は，7月の「利根川・荒川水系水道事業者連絡協議会」において，厚生労働省や環境省等

の関係機関に対し，危機管理対策の充実や化学物質の規制強化など水道水源の水質保全対策の推進等に

関する要望活動を実施しました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，水質保全に関する要望活動を実施し，既存水源等の保持に取り組んでいま

す。 
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イ ⽔源涵養活動・⽔質保全活動の協⼒依頼 
・ 平成 28 年度は，水源涵養活動として，各水道委員会及び水源協力会との協定に基づき，定期的に除

草や清掃等の水源涵養活動を実施しました。また，水質保全活動として，取水地点上流域の住民等へ，

油流出防止や異常水発見時の報告を求めるチラシの配布を行いました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，水源涵養活動・水質保全活動の協力依頼を行い，既存水源等の保持に取り

組んでいます。 

 
ウ 灌漑排⽔施設の整備等の推進 
・ 平成 28 年度は，関係機関と調整を図りながら，市として技術支援や必要な費用負担・補助等を行い

ました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，農業用水の合理的・安定的な確保を図るための事業を実施しています。 

 
（３）⽔の適正かつ有効な循環の促進 

ア 建物における⾬⽔浸透・貯留設備の普及促進 
・ 平成 28 年度は，市広報紙や局広報紙における補助制度周知記事の掲載や，イベントへの出展，連合

自治会等における説明会を実施することにより，雨水貯留設備等 137 基の設置補助を行いました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，宇都宮市上下水道基本計画改定計画に基づき平成 29 年度までに目標設置基

数 1,000 基を達成できるよう，補助事業を実施しています。 

 
イ 道路における⾬⽔浸透舗装の整備 
・ 平成 28 年度は，都市計画道路整備事業及び都市部での道路改良事業において，歩道の透水性舗装を

実施しました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，雨水地下水浸透を促進し地下水の涵養を図るため，歩道の透水性舗装の整

備を推進しています。 

 

３－２－４ 河川環境の保全と創出 

指標 ⾃然⽣態系などに配慮して整備している河川の整備率 単位 ％ 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 60.3 60.9    

実績値 58.0 62.1 62.5     

進捗状況※2  ― A     

進捗状況の 
評価結果 

計画的な河川整備の推進により，⾃然環境に配慮した河川整備率は順調に上昇して
います。 

※1：平成 2６年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 

 



78 
 

（１）⽔辺に親しめる空間の創出 
ア 周辺環境と調和した多⾃然川づくりの推進 
・ 平成 28 年度は，多自然川づくりの推進に向けた取組の一環として，市民の河川環境への関心や保全

意識の高揚を図るため，川の日イベント（スポ GOMI 拾い）」を実施しました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，市民の河川愛護意識の更なる高揚を図るため，市民協働による河川環境保

全に向けた取組を推進しています。 

 
（２）治⽔対策・河川機能の保全 

ア 河川整備の推進 
・ 平成 28 年度は，都市基盤河川・準用河川・普通河川において，溢水被害対策を図るとともに，自然

環境に配慮した河川整備を進めました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，溢水被害解消・軽減のための河川整備を自然環境に配慮した多自然川づく

りで推進し，安全かつ快適な市民生活の確保を目指しています。 

 
イ 河川維持管理の実施 
・ 平成 28 年度は，適正な河川機能を確保するため，護岸の修繕工事や浚渫工事，河川敷・調整池にお

ける除草や害虫駆除を実施しました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，護岸の修繕工事や浚渫工事のほか，河川区域内における除草や害虫駆除の

実施などにより，河川機能の適正な保全を進めています。 

 
基本施策３－３ まちづくりと⾃然とのつながりの確保                                       
３－３－１ ⼟地機能の維持や活⽤の推進 

指標 耕作放棄地⾯積 単位 ha 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 46.6 40.0    

実績値 53.2 56.4 59.6     

進捗状況※2  ― C     

進捗状況の 
評価結果 

耕作放棄地の解消・再⽣利⽤は進んでいるものの，新たな耕作放棄地が発⽣したた
め，結果として耕作放棄地⾯積が増加してしまいました。 
引き続き，耕作放棄地の解消・再⽣利⽤を進めるとともに，新たな耕作放棄地を発⽣さ
せないために，耕作放棄地発⽣の未然防⽌の取組も併せて⾏っていきます。 

※1：平成 2６年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 

 
 

  



79 
 

（１）耕作放棄地や住宅跡地などの適正管理・有効活⽤の促進 
ア 空き家，空き地の安全対策の推進 
・ 平成 28 年度は，管理不全な空き家等の改善を図るため，法や条例に基づき，所有者等に対し指導等

を実施しました。空き家等の管理意識の啓発を図るため，市民等に対しホームページによる周知やリー

フレットの配布等の広報活動を実施しました。 

・ 平成 29 年度は，平成 28 年度と同様の事業を継続して実施していくほか以下の新たな取組を実施して

います。 

①「宇都宮市空き家等対策計画」の策定（H29.4） 

②空き家・空き地対策に取り組む官民連携組織である「宇都宮空き家会議」の組織（H29.4） 

 
イ 優良農地の確保・保全 
・ 平成 28 年度は，農用地区域内の農地は原則として農業上の利用に供する土地であることから，農用

地区域における無秩序な開発を抑制，農業振興地域整備計画に一部変更が生じる場合には，「農業振興

地域の整備に関する法律」第１３条第２項に規定される５要件の審査を行うことで，農業振興地域整備

計画の適正管理を図っています。 

・ 平成 29 年度も引き続き，平成 28 年度と同様の取組を実施しています。 

 
（２）⾃然環境における気候変動への適応策の推進 

ア 気候変動への「適応」に対する理解促進に向けた情報発信 
・ 平成 28 年度は，「適応」に関するパネルを新たに作成し，もったいないフェア等でパネル展示による

周知啓発を実施しました。 

・ 平成 29 年度は，環境出前講座のほか，宇都宮大学での講座，環境大学での講座において「適応」に

関する情報提供を行うなど，積極的に周知啓発の機会を拡大しています。 

 

イ 農地・農業⽤⽔等の保全の推進 
・ 平成 28 年度は，草刈や水路のどろ掃除など水路の維持管理活動を行う地域の認定組織に対し，多面

的機能支払交付金事業を活用し活動費の一部を支援する取組を実施しました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，多面的機能支払交付金事業を継続して実施するなど，地域で活動する認定

組織の支援を推進しています。 
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３－３－２ 良好な景観の保全・創出 

指標 景観形成重点地区等の指定数 単位 地区 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― ７ ８    

実績値 ６ ６ ７     

進捗状況※2  ― A     

進捗状況の 
評価結果 

平成２８年度については，「岡本駅周辺地区」を指定し，期待値の７地区を達成し
ました。 
今後は，地元住⺠等の意識醸成を図りながら地区指定に係る事業を推進している「釜川
周辺地区」，「⼩幡清住地区」の指定に向けて取り組むとともに，⼤⾕地域やＪＲ宇都
宮駅⻄⼝，ＬＲＴ沿線などにおいて景観形成重点地区の指定を含めた景観づくりに取り
組んでいきます。また，景観形成重点地区等における景観づくりの促進に向けて，地元主
体の活動を⽀援していきます。 

※1：平成 2６年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 

 
（１）歴史的・⽂化的景観の整備と活⽤ 

ア ⼤⾕の名勝・⽂化的景観保存整備事業の推進 
・ 平成 28 年度は，大谷の景観を普及啓発するため，文化財めぐり及び市民ホールで景観パネル展を実

施した。歴史文化基本構想策定・日本遺産の認定に向けた取り組みの中で，広報紙に特集記事を掲載す

るなど，大谷石文化や大谷の景観に係る周知啓発事業を実施しました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，大谷地区の歴史的文化的景観に関する情報発信を行い，普及啓発に取り組

んでいます。また，歴史文化基本構想策定・日本遺産の認定に向けた取り組みの中で，今後のあり方に

ついて検討を進めていきます。 

 
イ ⽂化財の保存・活⽤ 
・ 平成 28 年度は，国指定史跡飛山城跡や県指定史跡塚山古墳群，県指定史跡長岡百穴古墳及び市指定

史跡瓦塚古墳群などで史跡の景観を維持するための除草・清掃活動を史跡愛護会や地域の児童生徒と実

施しました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，市民協働による文化財愛護活動をとおし，史跡周辺の里山林の環境整備や

市民への指定文化財の普及啓発や活用に取り組んでいます。 
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（２）景観形成の総合的な推進 
ア 景観計画を活⽤した景観づくりの推進 
・ 平成 28 年度は，以下の景観形成重点地区の指定等を行ったほか，関係課，関係機関と連携し，景観

形成基準の取りまとめ，取組方針・方策の検討を行いました。 

① 岡本駅周辺地区：景観形成重点地区に指定 

② 釜川周辺地区：地区指定に向け，地元住民や関係団体との連携を図り，地元住民組 

織による景観づくり活動を支援 

③ 小幡清住地区：地元住民の意識醸成を図るとともに，土地区画整理事業との整合調整を実施 

・ 平成 29 年度は，景形成重点地区については，釜川周辺地区について地元住民等に対し景観づくりに

関する意識醸成を図りながら，景観形成の目標・方針の素案を策定しています。また，小幡清住地区に

ついても地元住民等に対し景観づくりに関する意識醸成を図りながら，関係課，関係団体等と連携し景

観づくり活動を実施しています。歴史的建造物の保全・活用については，庁内関係課と連携し，保全・

活用に向けた取り組み方針や実施方策，景観評価基準を取りまとめています。 

 
イ 景観に関する意識の啓発 
・ 平成 28 年度は，景観に関する市民意識の向上を図るため，以下の取組を行いました。 

① 宇都宮市まちなみ景観賞：まちなか景観まち歩き 10 名参加 

② うつのみや百景ツアー：9回（のべ 269 名参加） 

③ 景観出前講座：10 回（のべ 247 名） 

④ 景観パネル展：8回 

・ 平成 29 年度は，市民への意識啓発・高揚を図るため，関係団体と連携・協力しながら，効果的な実

施手法等を検討するなど，事業内容の充実をより一層図るとともに，引き続き各種広報媒体を活用した

周知・啓発に積極的に取り組んでいます。 

 
ウ 屋外広告物の規制誘導 
・ 平成 28 年度は，国，県及び業界団体と連携し，官民が一体となって安全安心な屋外広告物について

考えるイベント（広告景観タウンミーティング）を開催しました。パネル展等による屋外広告物制度の

周知を行いました。 

・ 平成 29 年度は，業界団体等と連携し，屋外広告物制度の周知及び屋外広告物の安全点検，安全管理

に係る普及啓発を行っています。また，本市の景観特性の調査や屋外広告物の掲出上の課題の抽出など

により，屋外広告物の規制・誘導方策を検討しています。 
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4.4 ⽣活環境の取組状況                                                  

 
 
 
 
 
 

 
  

4-1-1 監視体制の整備と充実

4-1-2 発生源対策の充実

4-1-3 自動車排出ガス対策の充実

4-2-1 監視体制の整備と充実

4-2-2 発生源対策の充実

4-2-3 生活排水対策の充実

4-3-1 監視体制の整備と自動車騒音対

策の充実

4-3-2 近隣公害等への対応

4-3-3 化学物質への対応

4-1 大気環境

の保全

4-2 水 ・ 土

壌・地盤環境

の保全

4-3 音 ・ 振

動・臭気環境

の保全，化学

物質対策の推

進

(1)大気汚染状況の監視

(1)工場・事業者に対する指導の徹底

(1)低炭素型モビリティの導入促進【再掲】

(1)水質調査等の充実

(1)工場等に対する指導・助言の徹底

(2)土壌汚染対策に係る指導・助言

(3)地下水利用抑制の啓発

(1)生活排水処理施設整備の推進

(1)騒音調査の充実，関係機関に対する要望

(2)自動車騒音対策の充実

(1)工場等に対する指導の徹底

(2)近隣公害の防止に係る啓発

(1)化学物質や農薬等の適正使用，適正管理，削減の推進等

基本施策の体系
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基本施策４－１ ⼤気環境の保全                                             
４－１－１ 監視体制の整備と充実 

指標 光化学オキシダントの環境基準達成率 単位 ％ 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  92.7 国におい
て算出中    当該年度の 

全国平均以上

実績値 89.9 93.0 92.7     

進捗状況※2  ― A     

進捗状況の 
評価結果 

光化学オキシダントは，全国的にも多くの地点で環境基準が達成されておらず，広域
的な課題となっています。本市においては，⼯場・事業場に対し⽴⼊検査を実施し，環境
法令の遵守，排出ガスの⾃主測定や，ばい煙発⽣施設，揮発性有機化合物（ＶＯ
Ｃ）排出施設の適正管理の指導を徹底するとともに，揮発性有機化合物未規制⼯場・
事業場に対しても適正使⽤・管理について啓発した結果，時間ごとの環境基準の達成率
は 92.7％と前年度（H27 93.0％）と同⽔準の結果となりました。 

なお，H28 年度における，県央地域の光化学スモッグ注意報発令は２⽇でした
（H27 発令なし）。 

※1：平成 2６年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 

 
（１）⼤気汚染状況の監視 

ア ⼤気汚染の常時監視 
・ 平成 28 年度は，大気に係る環境基準の達成状況を把握し，大気汚染常時監視結果について公表しま

した。なお，二酸化硫黄，二酸化窒素，一酸化炭素，浮遊粒子状物質及び微小粒子状物質については，

環境基準を達成しましたが，光化学オキシダントについては，未達成となりました。 

・ 法に基づく事務等のため，平成 29 年度も継続して実施しています。 

 
イ 光化学スモッグ対策の推進 
・ 平成 28 年度は，大気に係る環境基準の達成状況を把握し，大気汚染常時監視結果について公表しま

した。なお，光化学スモッグ注意報の発令は，本市においては２日でした。 

※ 光化学オキシダント値が 0.12ｐｐｍ以上が継続する場合に発令 

・ 法に基づく事務のため，平成 29 年度も継続して実施しています。 

 
ウ アスベスト対策の推進 
・ 平成 28 年度は，法に基づく監視等を実施しました。大気環境中のアスベスト濃度について調査を実

施しました。 

・ 法に基づく事務等のため，平成 29 年度も継続して実施しています。 

  



84 
 

４－１－２ 発⽣源対策の充実 

指標 ⼯場・事業場における排出ガス基準超過件数（ばい煙等） 単位 件 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 0 ０ ０ ０ ０ 

実績値 １ ０ 0     

進捗状況※2  ― A     

進捗状況の 
評価結果 

法の規制対象施設である⼯場・事業場への⽴⼊検査を実施し，排出ガスを検査した結
果，全ての⼯場・事業場において法の排出基準に適合していました。 
引き続き，⽬標達成に向けて継続した取組を推進してきます。 

※1：平成 2６年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 

 
 
（１）⼯場・事業者に対する指導の徹底 

ア ばい煙等に対する指導 
・ 平成 28 年度は，法の届出時及び立入検査において，法令の遵守等を指導しました。 

・ 法に基づく事務等のため，平成 29 年度も継続して実施しています。 
 

イ 揮発性有機化合物に関する啓発 
・ 平成 28 年度は，立入検査において，法令の遵守等を指導しました。講習会等において，工場・事業

場に対し，適正管理に係る啓発を行いました。 

・ 法に基づく事務等のため，平成 29 年度も継続して実施しています。 

 
ウ 光化学スモッグ発令時の事業者協⼒要請 
・ 平成 28 年度は，本市においては，光化学スモッグ注意報の発令は２日であり，ばい煙等排出量削減

への協力を要請しました。 

※協力要請の体制は，整備されていることから，事業実施として評価 

・ 法に基づく事務等のため，平成 29 年度も継続して実施しています。 
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４－１－３ ⾃動⾞排出ガス対策の充実 

指標 電気⾃動⾞補助件数 単位 件 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 90 180 270 360 450 

実績値 ― ― 2     

進捗状況※2  ― C     

進捗状況の 
評価結果 

平成 28 年度に新設した「家庭向け低炭素化普及促進補助⾦」の中に「電気⾃動⾞」
を補助⾦の対象システムとして新たに位置づけましたが，電気⾃動⾞を「蓄電池」として利
活⽤できることを対象条件としていたため，結果として平成 28 年度中の申請は 2 件とな
り，予定より⼤幅に遅れている状況です。今後は，電気⾃動⾞が蓄電池として活⽤しても
優位性があることを⾃動⾞メーカー，ハウスメーカー等と連携し周知することで，補助申請
件数の確保に努めていきます。 

なお，栃⽊県内の電気⾃動⾞の登録件数では，平成 28 年 12 ⽉時点で 1,280 台
から平成 29 年の 1,607 台と年々増加傾向にある状況であり，本市においても同様の傾
向が想定されます 

※1：平成 2６年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 

 
（１）低炭素型モビリティの導⼊促進 

ア 蓄電機能を⽣かした電気⾃動⾞等の普及促進 
・ 平成 28 年度は，もったいないフェアや地域イベントなどで電気自動車の展示を行ったほか，エコま

つりで電気自動車を活用した電気供給の実演を行いました。 

・ 平成 29 年度は，新たにメーカーとタイアップした周知啓発活動をもったいないフェアで開始したほ

か，次代の自動車ユーザーである小中学生を対象にした電気自動車に関する環境出前講座を新設し，今

後，小学校等での出前講座を実施していく予定です。 

 
イ 電気⾃動⾞等のカーシェアリングの導⼊ 
・ 平成 28 年度は，環境省と連携し，LRT の整備と合わせた LRT 沿線の低炭素化のあり方を検討する「宇

都宮市モデル地域創生プラン」にて電気自動車を含むLRT沿線での端末交通について検討を行いました。 

 ・ 平成 29 年度は，「宇都宮市モデル地域創生プラン」の具体化に向けた「LRT 沿線の低炭素化促進事業」

において，LRT からの端末交通を検討する中でカーシェアリングを活用した端末交通の低炭素化策の構

築に向けた検討を進めています。 
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基本施策４－２ ⽔・⼟壌・地盤環境の保全                                        
４－２－１ 監視体制の整備と充実 

指標 河川⽔の⽣物化学的酸素要求量に係る基準達成率 単位 ％ 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 94.4 94.4 94.4 94.4 94.4 

実績値 94.4 94.4 94.4     

進捗状況※2  ― A     

進捗状況の 
評価結果 

「栃⽊県⽔質測定計画」に基づき，環境基準が指定されている河川１８地点を調査
した結果，⽔質汚濁の指標である BOD 値が１７地点で環境基準に適合しました。⽬標
値の達成は，⼯場排⽔や⽣活排⽔の⽔質が良好に維持されていることによるものと考えら
れます。 

※1：平成 2６年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 

 
（１）⽔質調査等の充実 

ア 河川等⽔質調査の実施 
・ 平成 28 年度は，市域の河川調査を「栃木県水質測定計画」に基づき計画どおり実施しました。 

・ 法に基づく事務等のため，平成 29 年度も継続して実施していきます。 

 
イ 地下⽔⽔質調査の実施 
・ 平成 28 年度は，市域の地下水調査を「栃木県水質測定計画」に基づき計画どおり実施しました。 

・ 法に基づく事務等のため，平成 29 年度も継続して実施していきます。 

 

ウ 公共下⽔道等における⽣活排⽔の監視 
・ 平成 28 年度は，水再生センターや，農業集落排水処理施設等から排出される処理水が，放流水質の

基準に適合しているか，定期的に水質調査を行った結果，全て基準値内でした。個別処理である合併処

理浄化槽については，処理水の水質に関する法定検査を適切に行えるよう啓発を行うとともに，不適正

な検査結果が出ている設置者に対し，改善の指導を実施しました。 

・ 平成 29 年度は，生活排水処理基本計画に基づき，適正な生活排水の処理が行われていることを継続

的に監視しています。合併処理浄化槽の法定検査については，未受検者に対する受検促進通知の送付な

どの対策を引き続き実施しています。 
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４－２－２ 発⽣源対策の充実 

指標 ⼯場・事業場における排出基準超過件数（排出⽔等） 単位 件 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― ０ ０ ０ ０ ０ 

実績値 １ ３ ４     

進捗状況※2  ― C     

進捗状況の 
評価結果 

・法令の規制対象施設である 56 ⼯場・事業場への⽴⼊検査を実施し，排出⽔の検査を
⾏ったところ，4 ⼯場・事業場において排出基準を超過しました。 
・排出基準を超過した⼯場・事業場に対しては，速やかに原因究明と改善対策の実施を
指導し，改善されたことを確認しました。 

※1：平成 2６年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 

 
（１）⼯場等に対する指導・助⾔の徹底 

ア 排出⽔等に関する⼯場・事業場等への指導 
・ 平成 28 年度は，法令等の届出時及び立入検査において，法令の遵守等を指導しました。 

・ 法に基づく事務等のため，平成 29 年度も継続して実施していきます。 
 

イ ⽔質事故未然防⽌に係る啓発の実施 
・ 平成 28 年度は，工場・事業場に対して，年 3 回（年末年始等の連続した休業時）水質事故の未然防

止のための啓発を実施しました。また，市民等に対しても，市 HP により啓発を実施しました。 

・ 良好な生活環境を確保するために必要な事務のため，平成 29 年度も継続して実施しています。 

 
（２）⼟壌汚染対策に係る指導・助⾔ 

ア ⼟地の所有者等に対する指導・助⾔ 
・ 平成 28 年度は，法に基づく届出時等に適切な調査や浄化措置等の指導・助言等を実施しました。 

・ 良好な生活環境を確保するため，法に基づき，平成 29 年度も継続して指導・助言を行っています。 

 
イ 有害物質使⽤事業場に対する指導の徹底 
・ 平成 28 年度は，法令等の届出時及び立入検査において，法令の遵守等を指導しました。 

・ 法に基づく事務等のため，平成 29 年度も継続して実施しています。 

 
（３）地下⽔利⽤抑制の啓発 

ア 地下⽔揚⽔に関する啓発 
・ 平成 28 年度は，届出時等において，地下水利用の抑制についての啓発を実施しました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，地下水利用の抑制についての啓発を実施しています。 
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４－２－３ ⽣活排⽔対策の充実 

指標 ⽣活排⽔処理⼈⼝普及率 単位 ％ 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 97.5 97.9 98.2 98.5 98.9 

実績値 96.9 96.9 97.7     

進捗状況※2  ― A     

進捗状況の 
評価結果 

宇都宮市⽣活排⽔処理基本計画に基づき，公共下⽔道や合併処理浄化槽の整備
を進めたことで，⽬標を達成することができました。 

※1：平成 2６年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 

 
（１）⽣活排⽔処理施設整備の推進 

ア ⽣活排⽔処理施設整備の推進 
・ 平成 28 年度は，公共下水道については，公共下水道事業計画に基づき，未整備地区への計画的な管

きょの整備を行いました。公共下水道や農業集落排水処理施設等が整備されない区域においては，環境

負荷の低減につながる合併処理浄化槽の設置を促進できるよう，補助制度の利用促進に向けた周知を図

ることにより整備を行いました。 

・ 平成 29 年度は，生活排水処理基本計画や下水道アクションプランに基づき，生活排水処理施設の整

備を計画的に進めています。合併処理浄化槽については，平成 29 年度から補助制度を一部拡充し，新

制度の利用促進を図ることで早期整備に取り組んでいます。 
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基本施策４－３ ⾳・振動・臭気環境の保全，化学物質対策の推進                            
４－３－１ 監視対策の整備と⾃動⾞騒⾳対策の充実 

指標 ⾃動⾞騒⾳に係る環境基準達成率 単位 ％ 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  93.6 国におい
て算出中    当該年度の 

全国平均以上

実績値 96.3 95.0 94.0     

進捗状況※2  ― A     

進捗状況の 
評価結果 

⾯的評価７地点（定点２地点，移動点５地点）の騒⾳測定を⾏い，151 区間に
ついて⾯的評価を実施した結果，環境基準達成率は 94.0％でした。本市における⾃動
⾞騒⾳は全国平均と⽐較し，近年ほぼ同⽔準を維持おり，今後とも，継続的に道路状
況を監視・評価していくことが重要と考えています。 

※1：平成 2６年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 

 
（１）騒⾳調査の充実，関係機関に対する要望 

ア ⾃動⾞騒⾳，東北新幹線の騒⾳・振動，⾃衛隊航空機騒⾳に関わる調査と要望 
・ 平成 28 年度は，自動車騒音，東北新幹線騒音・振動及び航空機騒音に係る調査を実施しました。東北

新幹線の騒音・振動の低減や自衛隊航空機騒音対策に結びつく住宅防音工事に対する補助の早期完了等の

要望活動を実施しました。 

・ 法に基づく調査のため，平成 29 年度も継続して実施しています。また，要望活動については，周辺住

民の良好な生活環境を確保するために継続して実施しています。 

 

イ アイドリングストップの普及拡⼤ 
・ 平成 28 年度は，栃木県と連携し，11 月のエコドライブ月間に道の駅ろまんちっく村の利用者に対し，

「エコドライブ」に関するチラシを配布する取組を実施しました。 

 ・ 平成 29 年度も引き続き，栃木県と連携した「エコドライブ」に関する周知啓発に取り組んでいます。 
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４－３－２ 近隣公害等への対応 

指標 公害等に係る苦情処理件数 単位 件 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 59    現状より 
改善 

実績値 59 54 49     

進捗状況※2  ― A     

進捗状況の 
評価結果 

良好な⽣活環境を確保するために，⼯場・事業場に対する⽴⼊検査・指導を計画的
に実施するとともに，公害の未然防⽌に向け，事業者等にリーフレットによる啓発を⾏った
結果，⼯場・事業場に対する公害苦情処理件数が前年度より減少しました。 

※1：平成 2６年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 

 
（１）⼯場等に対する指導の徹底 

ア 騒⾳・振動・悪臭に関する⼯場・事業場等への指導 
・ 平成 28 年度は，公害関係法令の届出時や講習会等において，騒音・振動・悪臭防止の啓発を行いま

した。また，工場・事業場由来の苦情に対して，指導の徹底を図りました。 

・ 法に基づく事務等のため，平成 29 年度も継続して実施しています。 

 
（２）近隣公害の防⽌にかかる啓発 

ア 近隣公害の防⽌にかかる啓発 
・ 平成 28 年度は，新たにリーフレットを作成し，自治会に回覧したほか，ホームページに掲載し啓発

を実施しました。 

・ 良好な生活環境を確保するための必要な事務のため，平成 29 年度も継続して実施しています。 
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４－３－３ 化学物質への対応 

指標 ⼯場・事業場のダイオキシン類基準超過件数 単位 件 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― ０    ０ 

実績値 ０ ０ ０     

進捗状況※2  ― A     

進捗状況の 
評価結果 

法の規制対象施設である５⼯場・事業場への⽴⼊検査を実施し排出ガスを検査した
結果，全ての⼯場・事業場において，法の排出基準に適合していました。 

※1：平成 2６年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 

 
（１）化学物質や農薬等の適正使⽤，適正管理，削減の推進等 

ア ダイオキシン類などの化学物質に係る調査及び⼯場・事業場への指導 
・ 平成 28 年度は，立入検査を実施し排出ガスの行政検査を実施するとともに，排出ガス等の自主測定，

施設の適正管理について指導しました。 

・ 法令に基づく事務等のため，平成 29 年度も継続して実施しています。 
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4.5 ⼈づくり分野の取組状況                                                 

 
 
 
 
 
 

 

  

5-1-1 市民総ぐるみによるもったいな

い運動の推進

5-1-2 もったいない運動を取り入れた

イベントの開催

5-2-1 環境学習の場と機会の提供

5-2-2 地域における環境保全活動を担

う人材の育成

5-3-1 各主体における環境配慮行動の

推進

5-3-2 多様な活動主体間の連携促進

5-1 「もった

いない」のこ

ころの醸成

5-2 自ら学び，

自ら行動する

人づくりの推

進

5-3 「もった

いない」のこ

ころによる実

践行動の場と

機会の充実

(1)もったいない運動を活用した普及啓発

(1)環境イベント等を通した普及啓発

(1)環境活動を担う次世代の人材育成

(1)環境配慮行動に資する総合的な情報発信

(2)環境学習センターを核とした環境学習の充実

(1)家庭におけるエコライフの促進

(2)事業所の省エネ活動の促進

(3)学校における省エネ活動の促進

(4)市の率先した「もったいない運動」の推進

(1)環境団体の育成，連携促進

(2)協働による実践行動の促進

基本施策の体系
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基本施策５－１ 「もったいない」のこころの醸成                                        
５－１－１ 市⺠総ぐるみによるもったいない運動の推進 

指標 もったいない運動の普及啓発事業に参加した⼈数 単位 ⼈ 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 32,400 34,300 36,200 38,100 40,000

実績値 30,000 33,453 36,896     

進捗状況※2  ― A     

進捗状況の 
評価結果 

もったいないフェアにおいて⼦ども向けの企画を新しく実施したことに加え，ＳＮＳの記事
投稿数を増やしたことにより，若年層からの興味関⼼が⾼くなり，普及啓発事業に参加す
る⼈が増えました。今後はＳＮＳの更なる活⽤，「もったいない残しま１０！」といった新し
い取組みに⼒を⼊れて，普及啓発を図り，参加者を増やしていきます。 

※1：平成 2６年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 

 
（１）もったいない運動を活⽤した普及啓発 

ア もったいない運動の趣旨を取り⼊れた中⾼⽣向け出前講座の実施 
・ 平成 28 年度は，既に実施していた幼児～小学生対象の「もったいない運動」の出前講座に新たに中

高生も対象とするため内容の充実を行い，広報うつのみやでの掲載や小中学生へのチラシ配布などの広

報活動を行いました。結果として老人会の依頼が 2件ありましたが，中高生の依頼獲得には至りません

でした。 

・ 平成 29 年度は，中高生対象の資料を作成するほか，「残しま１０！運動」やクールチョイスなど話題

性のある課題を取り入れるなど，講座内容の充実を図っています。また，広報活動においては，チラシ

等の広報資料の改善を行うほか，小中学校だけでなく高校への配布を実施していきます。 

 
イ もったいないフェア，コンクール，顕彰事業など普及啓発事業の実施 
・ 平成 28 年度は，もったいない全国大会の開催から 10 周年を記念し，今後の普及啓発活動に活用でき

るように，「もったいないデザイン絵柄コンクール」を実施し，宮染めの手ぬぐいを製作するなど，市

民に対して「もったいない」運動の普及啓発に取り組みました。 

・ 平成 29 年度は，もったいないフェアにおいて，若者や親子を対象としたステージ演出や「kids 古本

交換市」の企画，2年ぶりの「もったいない 4コマまんがコンクール」の実施など，「もったいない」運

動の更なる広がりを図る取組を実施しています。 
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５－１－２ もったいない運動を取り⼊れたイベントの開催 

指標 もったいない運動を取り⼊れたイベントの割合 単位 ％ 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 100 100 100 100 100 

実績値 100 100 100     

進捗状況※2  ― A     

進捗状況の 
評価結果 

対象の全１４イベントにおいて，エコイベント⼿順書に基づき，来場者に対し，ごみの
分別や公共交通の利⽤を呼びかけるなどもったいない運動を取り⼊れたイベントを開催する
ことができました。 

※1：平成 26 年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 

 
（１）環境イベント等を通した普及啓発 

ア 環境⽉間に合わせた周知啓発（グリーンリボン等） 
・ 平成 28 年度は，6 月の環境月間に合わせ，市広報紙において環境配慮行動の呼びかけを行ったほか，

職員などがグリーンリボンを着用するなど，市民や職員に対して周知啓発を行いました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，職員・議員へのグリーンリボン配付や広報うつのみやにおける環境月間に

ついての記事掲載を行うほか，ＪＲ宇都宮駅での街頭キャンペーンなどを実施しています。 

 
イ 「もったいないフェア」など環境配慮型イベントの実施 
・ 平成 28 年度は，「もったいないフェア」，「エコまつり」などの各種イベントにおいて，もったいない

運動の普及啓発や参加体験を実施しました。 

・ 平成 29 年度は，「もったいないフェア」において，「もったいない運動」と「ＣＯＯＬＣＨＯＩＣＥ」

普及啓発のため，ミヤラジと連携し，効果的な普及啓発を行いました。また，各種イベントや情報媒体

（ラジオ，ＳＮＳ等）において，もったいない運動の普及啓発などを実施しています。 

 
ウ ⺠間企業等と連携した普及啓発の実施（再掲） 
・ 平成 28 年度は，ごみ分別の携帯アプリやＨＰ，ＳＮＳ（Facebook）によるもったいない運動などの

情報提供などにより，市民に対して自発的な環境活動につながる情報発信を実施しました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，ごみの分別やもったいない運動について，携帯アプリや HP，SNS を活用し

て情報発信を行うとともに，新たに本市の豊かな自然環境を知ってもらうための動画等を作成するなど，

多様な媒体を用いた情報発信に取り組んでいます。 
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基本施策５－２ ⾃ら学び，⾃ら⾏動する⼈づくりの推進                                    
５－２－１ 環境学習の場と機会の提供 

指標 環境学習センター開催講座等※への参加者数 
※環境学習センター講座参加者数，環境出前講座参加者数 単位 ⼈ 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 12,879 13,034 13,189 13,344 13,500

実績値 12,724 11,512 11,416     

進捗状況※2  ― B     

進捗状況の 
評価結果 

昨年度と⽐較し参加者数は減少しました。主な要因は環境部の出前講座において，
受講者数が⼤規模である⼩学校からの依頼が減少したことが考えられます。環境学習セン
ターの講座受講者数は前年度と⽐較し増加しているため，講座受講者数を維持しなが
ら，引き続き⾃発的な環境保全活動を促すことができるよう体験的な活動を取り⼊れた学
習講座の充実を図ります。 

また，環境部の出前講座については，今後内容の充実及び周知先の拡⼤や周知資
料の改善等を図ります。 

※1：平成 2６年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 

 
（１）環境配慮⾏動に資する総合的な情報発信 

ア 携帯アプリ・ＳＮＳ等ＩＣＴを活⽤した情報発信の推進 
・ 平成 28 年度は，ごみ分別の携帯アプリやＨＰ，ＳＮＳ（Facebook）によるもったいない運動などの

情報提供などにより，市民に対して自発的な環境活動につながる情報発信を実施しました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，ごみの分別やもったいない運動について，携帯アプリや HP，SNS を活用し

て情報発信を行うとともに，新たに本市の豊かな自然環境を知ってもらうための動画等を作成するなど，

多様な媒体を用いた情報発信に取り組んでいます。 

 
イ 市⺠⽬線に⽴ったわかりやすい情報発信 
・ 平成 28 年度は，平成 26 年度にリサイクルプラザ内スペースに設置したテーマ展示コーナーの「リサ

イクル学校」において，ごみ分別後からリサイクルされるまでの一連の流れがわかるよう，展示品を充

実させながら実施しました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，「リサイクル学校」においてごみ分別からリサイクルまでを，実物の展示に

よってわかりやすく伝えるとともに，環境部全体の連携による効果的な意識啓発の実施について検討し

ています。 
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（２）環境学習センターを核とした環境学習の充実 
ア 環境問題や地域特性を踏まえた環境学習講座の実施 
・ 平成 28 年度は，「地球温暖化」「生物多様性」を重点テーマとし，幅広い世代に対して環境学習の機

会や場を提供するため，体験型講座を拡充するほか民間企業や教育機関，地域団体等と連携した講座を

実施した結果，平成28年度の環境学習センターの講座数は 259件，受講者数は10,795人となりました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，民間企業や教育機関等と連携した環境学習講座等を実施しています。 

また，幅広い世代への学習機会を提供するため，親子向けの環境学習講座はわかりやすさ，楽しさに

重点を置き行動する契機となる講座を，大人向けにはより専門的な内容に踏み込んだ講座の実施を目指

すなど，受講者の年齢層及び地域の環境問題や市民のニーズに応じた講座への見直しを行っています。 

 
イ 教育機関と連携した環境教育の推進 
・ 平成 28 年度は，小学４年生の「ごみ」の学習におけるクリーンパーク茂原の施設見学や，学校版Ｉ

ＳＯ認定校においてそれぞれの特色を生かした環境教育を実施しました。また，教育機関と連携した環

境学習の推進強化を図るため，教員向けに本市の環境情報を教育情報システムを通し提供しました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，全小学 4 年生によるクリーンパーク茂原の施設見学や学校版ＩＳＯ認定制 

度に基づく環境教育の推進を実施するとともに，より一層教育機関との連携を強化した環境教育を推進

することができるよう，子ども向けコンテンツ等の作成を行っています。 

 
ウ ⾃主サークルの活動⽀援 
・ 平成 28 年度は，サークルへの活動場所の提供，活性化に向けた情報提供，意見交換会の設置に加え，

チャレンジもったいないやエコまつりでの活動成果の発表の場を提供し，人づくりの推進を図りました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，サークルの活動支援を行い幅広い世代への活動機会を提供しています。ま

た，市役所庁舎の市民ホールにサークルの作品を展示し，活動のＰＲの場を設けていきます。 

 
エ 多様な機会を捉えた環境出前講座の実施 
・ 平成 28 年度は，地球温暖化や 3Ｒなどの講座プログラムによる出前講座について，小中学校への案内

送付や市広報紙への掲載により周知を図り，合計で 14 回開催し 570 人が受講しました。 

・ 平成 29 年度は，平成 28 年度同様，小中学校への案内や市広報紙への掲載により，環境出前講座の周

知を図り，多様な機会を捉えた講座開催を行っていくほか，周知用資料の改良や周知先の拡大を行って

いきます。また，民間事業者等と連携した出前講座の実施に向け検討しているとともに，新たに生物多

様性に関する出前講座を実施しています。 
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５－２－２ 地域における環境保全活動を担う⼈材の育成 

指標 「こどもエコクラブ」会員数 単位 ⼈ 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 2,097 2,322 2,548 2,772 3,000 

実績値 1,872 2,136 1,838     

進捗状況※2  ― B     

進捗状況の 
評価結果 

昨年度と⽐較し会員数は減少しました。主な要因としては３つのこどもエコクラブが２８
年度の登録を抹消したためで，今後は，既存のこどもエコクラブを維持しながら，新たなこ
どもエコクラブ設⽴のため学校や幼稚園，保育園等への周知・働きかけを⾏っていきます。
また，環境学習センターの講座において，市内の様々なクラブが参加・交流できる企画を
設けるなど，環境学習センターの地域事務局としての機能の強化を図っていきます。 

※1：平成 2６年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 

 
（１）環境活動を担う次世代の⼈材育成 

ア 「こどもエコクラブ」の育成【拡充】 
・ 平成 28 年度は，昨年度と同様に環境学習センターを地域事務局としてこどもエコクラブの育成を実

施し，平成 28 年度のクラブ数は 9つ，会員登録数は 1,838 人となりました。 

・ 平成 29 年度は，市内クラブ数の増加を図るため，小中学校だけでなく，環境活動に取り組む幼稚園

や保育園，団体などに対しこどもエコクラブの周知活動を行っています。また，環境学習センターの地

域事務局としての機能強化を図るため，地域事務局企画として市内クラブが交流できるような企画を実

施しています。 

 
イ 環境リーダー等の⼈材育成 
・ 平成 28 年度は，地域の環境創造を担う人材の育成を図るため，体験型施設見学会の拡充や民間企業

や教育機関と連携した講座等を実施しました。また，講座の卒業生で構成される自主グループの中から

誕生した講座のアシスタントも，継続して活動を行いました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，環境学習講座等の実施から地域における環境保全活動を担う人材の育成を

図っていきます。 

 
ウ 森林ボランティアの育成 
・ 平成 28 年度は，宇都宮市森林ボランティア会員により，森林公園内の市有林における下刈りを実施

しました。（活動 2回，参加者 17 名） 

・ 平成 29 年度は，森林・林業への理解を深め,森林の持つ公益的機能を維持するため，継続して森林ボ

ランティアを育成し健全な森づくりに取り組んでいます。 
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エ みやの環境創造提案実践事業の実施 
・ 平成 28 年度は，継続事業 2 団体に加え，新規団体 2 団体の計 4 団体で事業を実施しまし，もったい

ないフェアでは活動団体による取組についての周知を行ったほか，年度末には，成果報告会を開催しま

した。 

・ 平成 29 年度は，継続事業 2 団体に加え，新規団体 3 団体の計 5 団体で事業を実施しています。今後

は，更なる利用者拡大に向けて，募集方法の見直しなどの検討を進めています。 

 
基本施策５－３ 「もったいない」のこころによる実践⾏動の場と機会の充実                         
５－３－１ 各主体における環境配慮⾏動の推進 

指標 家庭版環境 ISO 認定制度家庭数 単位 世帯 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 3,152 3,613 4,074 4,535 5,000 

実績値 2,691 2,874 3,218     

進捗状況※2  ― A     

進捗状況の 
評価結果 

平成２８年度から認定を簡素化（家庭における直近 1 ヶ⽉の環境配慮⾏動成果アン
ケート⽅式に変更）するなど，加⼊するための⼿続きを⼯夫したことで認定家庭数が増加
させることができました。今後は，⽬標達成に向けて更なる認定家庭数を確保していくた
め，イベント，広報紙等を活⽤した周知啓発を⾏っていきます。また，事業の利便性向上
を図るため，認定・更新やインセンティブについて⾒直しを⾏っていきます。 

※1：平成 2６年度の実績値 
※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市⾏政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 
B：進捗状況が 70％以上 
C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 
 

（１）家庭におけるエコライフの促進 
ア 家庭版環境ＩＳＯ認定制度の推進 
・ 平成 28 年度は，様々なイベントの機会を捉え，家庭版環境ＩＳＯ（みやエコファミリー）の周知や

新規参加の受付を行うとともに，既認定家庭に対しては，みやエコファミリー取組項目について再度周

知し，さらなる啓発を行いました。 

・ 平成 29 年度は，新規の参加申込を増やすことができるよう，様々な機会を捉えながら周知するとと

もに，既認定家庭に対する継続的な啓発を実施しています。また，事業の利便性向上やより多くの市民

の参加が得られるよう，認定・更新の仕組みやインセンティブの付与について見直しの検討を進めてい

ます。 

 
イ マイＭｙ（マイバッグ，マイ箸）運動の推進 
・ 平成 28 年度は，広報紙，ＨＰ等への掲示やもったいないフェアなどのイベント等での周知啓発を行

いました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，広報紙，ＨＰ等への掲示やもったいないフェアなどのイベント等でマイバ

ッグやマイ箸などの積極的な利用の呼びかけを行っています。 
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（２）事業所の省エネ活動の促進 
ア 事業所版環境ＩＳＯ認定制度の推進 
・ 平成 28 年度は，商工会議所と連携し，市広報紙や商工会議所機関紙への掲載等により事業所版環境

ＩＳＯについて周知を図り，新たに１社を新規に認定しました。また，認定更新期を迎えた事業所に対

しては，更新を働きかけ 10 社を更新することができました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，新規の参加申込を増やすことができるよう，様々な機会を捉えながら周知

するとともに，既認定家庭に対する啓発を実施しています。 

また，事業の利便性向上やより多くの市民の参加が得られるよう，認定・更新の仕組みやインセンテ

ィブの付与について見直しを行っています。 

 
（３）学校における省エネ活動の促進 

ア 学校版環境ＩＳＯ認定制度の推進 
・ 平成 28 年度は，既存校に係る認定更新を実施するとともに，既認定校における取組の活性化を図る

ため，各学校の取組を掲載したみやエコっ子通信を作成し，市内の全小中学校へ配布しました。また，

平成 28 年度は新たに，栃木県立宇都宮東高等学校附属中学校を新規取組校として認定しました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，各学校の取組を紹介するみやエコっ子通信を作成予定です。また，平成 30

年度からの運用開始に向け「（仮）もったいないＥＭＳ」構築の動向を踏まえながら，見直しを行って

います。 

 
（４）市の率先した「もったいない運動」の推進 

ア 市の事務事業における「もったいない運動」の推進 
・ 平成 28 年度は，「もったいない」のこころや言葉，マークを取り入れた事業やイベントの実施，ご

みの分別やマイ箸マイバックの使用などの環境配慮行動の徹底，感謝や思いやりを大切にする「おも

てなし運動」など，全庁における「もったいない運動」の推進を図るため，推進本部会議を開催し，

これまでの方針を再認識するとともに，「もったいない残しま１０！」運動などの新たな取組を開始し

ました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，各部局の事務事業の中に「もったいない」のこころを取り入れるよう働き

かけを行うとともに，市民会議と連携し，「もったいない残しま１０！」運動の普及啓発などに取り組

んでいます。 

 
イ グリーン調達推進⽅針に基づくグリーン購⼊の推進 
・ 平成 28 年度は，グリーン調達実績調査の際に，「宇都宮市グリーン調達推進方針」を全庁掲示板に掲

示し，職員向けの周知啓発を実施しました。 

・ 平成 29 年度は，職員の意識啓発を図るため，職員への研修，説明会などのあらゆる機会を捉えて，

グリーン調達の呼びかけを行っています。グリーン調達率の更なる向上に向け，環境配慮基準を満たす

物品を掲載したカタログの配布を行っています。 
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５－３－２ 多様な活動主体間の連携促進 

指標 環境学習センターの利⽤件数 単位 回 

 基準値※1 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

参考値  ― 908 923 938 953 970 

実績値 893 888 911     

進捗状況※2  ― A     

進捗状況の 
評価結果 

施設⾒学と⾃主サークル等の件数がそれぞれ昨年と⽐較し増加したため，全体的に利
⽤件数は増加しました。今後，⾃主サークルの活動や環境団体による会合等の場としての
利⽤への働きかけや，⼀般来館者や講座参加者に対する施設⾒学の勧誘，また広報広
聴課の施設めぐりの誘致などを実施し，利⽤件数の向上を図ります。 

※1：平成 2６年度の実績値 

※2：進捗状況の評価基準（宇都宮市行政評価基準に基づく） 

A：進捗状況が 90％以上 

B：進捗状況が 70％以上 

C：進捗状況が 70％未満もしくは基準値より低下しているもの 

 
（１）環境団体の育成，連携促進 

ア もったいない運動市⺠会議や環境⾏動フォーラムなど各種ネットワーク組織への活動⽀援 
・ 平成 28 年度は，もったいない運動市民会議や環境行動フォーラム等ネットワーク組織の活動活性化

を図ることができるよう，本市環境行政の情報提供や意見交換を適宜実施するほか，イベントへの支援

等を行いました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，環境情報の提供に努めるほか，平成 28 年 3 月に策定した第３次環境基本計

画や地球温暖化対策実行計画に掲げる目標像の共有化を図るための意見交換の実施や，県内環境団体の

ネットワーク組織における交流イベントへの支援などを行っていきます。 

 
イ 地域における環境保全活動に関する情報発信 
・ 平成 28 年度は，環境学習センターにおいて，地球温暖化や生物多様性，3Ｒなどの環境課題に関する

展示や，ホームページやＳＮＳ（facebook）による情報提供を行うほか，地域の環境団体が制作した工

作物や風力発電模型，宇都宮工業高等学校制作のソーラーカーなどを展示し，地域の環境活動に関する

情報発信の場を創出しました。 

・ 平成 29 年度は，地域団体との連携を図りながら，環境学習センターを核とした情報発信を行っています。 

 
ウ リサイクル推進員活動⽀援の推進 
・ 平成 28 年度は，リサイクル推進員を委嘱し，研修会や，施設見学実施，情報紙の発行などによりリ

サイクル推進員の育成を図りました。また，地域まちづくり協議会の環境部会等の活動支援（地区文化

祭等への参加）を行いました。 

・ 平成 29 年度は，研修会，施設見学の実施や情報紙の発行などを通じて，引き続きリサイクル推進員

の育成を図るとともに，地域まちづくり協議会の環境部会等の活動を支援しています。 
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エ 環境団体相互の交流の促進 
・ 平成 28 年度は，環境学習センターにおいて「チャレンジもったいない」や「エコまつり」を開催し，

環境活動団体や地域，自主グループ，福祉団体，小中学校等を巻き込んだ活動を実施しました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，環境学習センターを核として，環境団体や自主グループはもとより，地域

団体や福祉団体など，多様な団体が交流する機会を確保しています。 

 
（２）協働による実践⾏動の促進 

ア みやの環境創造提案実践事業の実施 
・ 平成 28 年度は，継続事業２団体に加え，新規団体 2 団体の計 4 団体で事業を実施しまし，もったい

ないフェアでは活動団体による取組についての周知を行ったほか，年度末には，成果報告会を開催しま

した。 

・ 平成 29 年度は，継続事業 2 団体に加え，新規団体 3 団体の計 5 団体で事業を実施しています。今後

は，更なる利用者拡大に向けて，募集方法の見直しなどに取り組んでいます。 

 
イ Ｊ－クレジット制度を活⽤したみやＣＯ２バイバイプロジェクトの実施 
・ 平成 28 年度は，市民からのプロジェクトへの参加受付を継続して実施しました。また，平成 27 年度

中に 216 人からの寄附を受け付け，計 139ｔ-CO2 分をクレジット化しました。 

・ 平成 29 年度は，平成 27 年度クレジット化した 139t-CO2 を民間事業者に 151,200 円で売却し，売上

を環境創造基金への繰り入れを行いました。また，継続してプロジェクトへの参加を受け付けており，

年度末には平成 28 年度分受付分のクレジット化を予定しています。 

 
ウ 多様な主体を巻き込んだ環境活動の推進 
・ 平成 28 年度は，宇都宮工業高等学校，宇都宮まちづくり推進機構，環境学習センターとの連携によ

る釜川へのマイクロ水力発電機設置によるイルミネーション点灯式を実施したほか，もったいないフェ

アやエコまつり等において環境活動団体が一堂に会する機会を設け，協働による取組のきっかけづくり

を行いました。 

・ 平成 29 年度も引き続き，学校やＮＰＯ法人など多様な主体が連携し成果を発表する機会や，もった

いないフェア等の開催により協働した取組のきっかけづくりを行っています。 
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